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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｃ：０．０１～０．２５％を含有し、Ｔｉ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｖのうちの１種又は２種以上
を合計で０．０５％以下含有し、体積率で５０％以上のフェライトを含有する炭素鋼また
は低合金鋼からなる鋼板であって、鋼板表面から板厚の１／４の深さ位置におけるフェラ
イトの平均結晶粒径Ｄ（μｍ）が下記の(1)式及び(2)式を満足し、降伏比が０．８以上で
あって、ＪＩＳ５号引張試験における降伏後の塑性歪み０．００５から一様伸びの６５％
の歪みまでの範囲における平均塑性接線勾配Ｈ’が下記の(3)式を満足し、鋼板表層のフ
ェライトの平均結晶粒径Ｄｓ（μｍ）と、鋼板表面から板厚の１／４の深さ位置における
フェライトの平均結晶粒径Ｄ（μｍ）が、下記の(4)式を満足し、かつ、鋼板表面から板
厚の１／４の深さ位置において、結晶粒径ｄ（μｍ）が下記の(5)式を満足するフェライ
ト結晶粒のフェライトに占める面積割合が８０％以上であることを特徴とする局部延性能
に優れた熱延鋼板。
　１．２≦Ｄ≦７・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)式
　Ｄ≦２．７＋５０００／（５＋３５０・Ｃ＋４０・Ｍｎ）２・・・(2)式
　０．１≦Ｈ’／ＴＳ≦－２×ＹＲ＋３．１・・・・・・・・・・・・(3)式
　Ｄｓ／Ｄ≦０．８・・・・・・・・・・・・・・・・(4)式
　Ｄ／３≦ｄ≦３Ｄ・・・・・・・・・・・・・・・・(5)式
ここで、Ｄは鋼板表面から板厚の１／４の深さ位置におけるフェライトの平均結晶粒径（
μｍ）を、ＣおよびＭｎは鋼中の各元素の含有量（質量％）を、Ｈ’は引張試験において
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降伏後の塑性歪み０．００５から一様伸びの６５％の歪みまでの範囲における平均塑性接
線勾配を、ＴＳは引張強度（ＭＰａ）を、ＹＲは降伏比を、Ｄｓは鋼板表層のフェライト
の平均結晶粒径（μｍ）を、そして、ｄはフェライトの結晶粒径（μｍ）を示す。
【請求項２】
　鋼板表面から板厚の１／４の深さ位置におけるフェライトの平均結晶粒径Ｄ（μｍ）の
７００℃における増加速度Ｘ（μｍ／ｍｉｎ）と当該平均結晶粒径Ｄ（μｍ）が下記の(6
)式を満足することを特徴とする請求項１に記載の局部延性能に優れた熱延鋼板。
　Ｄ・Ｘ≦０．１・・・・・・・・・・・・・・・・(6)式
ここで、Ｄは鋼板表面から板厚の１／４の深さ位置におけるフェライトの平均結晶粒径（
μｍ）を、そして、Ｘは当該フェライトの平均結晶粒径Ｄ（μｍ）の７００℃における増
加速度（μｍ／ｍｉｎ）を示す。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の、局部延性能に優れた熱延鋼板の表面に、Ｚｎ、Ａｌ、Ｚｎ
－Ａｌ合金またはＦｅ－Ｚｎ合金の被覆層を備えることを特徴とする、局部延性能に優れ
た溶融めっき熱延鋼板。
【請求項４】
　炭素鋼又は低合金鋼からなるスラブを多パス熱間圧延して局部延性能に優れた熱延鋼板
を製造する方法であって、最終の圧延パスをＡｒ３点以上かつ７８０℃以上の温度で終了
し、その後４００℃／秒以上の冷却速度で０．４秒以内に７２０℃以下まで冷却した後、
６００～７２０℃の温度域で２秒以上保持した後、０．１～１．０％の調質圧延を施すこ
とを特徴とする、請求項１または２に記載の局部延性能に優れた熱延鋼板の製造方法。
【請求項５】
　炭素鋼又は低合金鋼からなるスラブを多パス熱間圧延して局部延性能に優れた熱延鋼板
を製造する方法であって、最終の圧延パスを仕上最終スタンド圧延率１０～５０％で行う
とともにＡｒ３点以上かつ７８０℃以上の温度で終了し、その後４００℃／秒以上の冷却
速度で０．４秒以内に７２０℃以下まで冷却した後、６００～７２０℃の温度域で２秒以
上保持した後、０．１～１．０％の調質圧延を施すことを特徴とする、請求項１または２
に記載の局部延性能に優れた熱延鋼板の製造方法。
【請求項６】
　請求項４または５に記載の方法により得られた局部延性能に優れた熱延鋼板を酸洗後、
連続溶融めっきラインにて溶融めっきを施すことを特徴とする、局部延性能に優れた溶融
めっき熱延鋼板の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、衝撃吸収性と形状凍結性に優れるとともに局部延性能に優れた熱延鋼板及び
その製造方法に関する。詳しくは、自動車用、家電用、機械構造用、建築用等の用途に用
いられる素材として好適な、衝撃吸収性と形状凍結性に優れるとともに局部延性能に優れ
た熱延鋼板及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車をはじめとする輸送用機械や各種産業機械の構造用部材等の素材として供される
鋼板には、衝突時の安全性向上の観点から、衝撃吸収特性を高めることが近年重要視され
ている。
【０００３】
　衝撃吸収性能を向上するべく鋼板の降伏強度を高めるには、鋼板の組織を微細化するこ
とが有効である。そのため、鋼板の組織を微細するための方法が数多く提案されてきてい
る。
【０００４】
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　従来技術における組織微細化の手段を総括すると、(i)大圧下圧延法、(ii)制御圧延法
、（iii）合金元素添加法、もしくはこれらの組み合わせである。
【０００５】
　（i）大圧下圧延法は、圧下率を５０％程度以上と大きくして、１パスの圧延で大きな
歪みを蓄積させ、その後オーステナイトから微細フェライトへと変態させるか、もしくは
大歪みを利用して比較的粗大なフェライトを微細フェライトへ再結晶させる手法である。
かかる手法によれば、１０００℃近傍以下の温度に加熱した後、７００℃近傍の低温域で
大圧下圧延を行うことによって、１～３μｍの超微細フェライト組織が得られる。
【０００６】
　（ii）制御圧延法は、一般的に８００℃近傍以上の温度で、圧延１パス当たりの圧下率
を２０～４０％以下として、多パスの圧延を施した後、冷却する方法である。圧延温度を
Ａｒ３点近傍の狭い温度域にする方法、圧延のパス間の時間を短縮する方法、また、歪み
速度と温度を制御してオーステナイトを動的再結晶させる方法などの多くの方法が開示さ
れている。
【０００７】
　（iii）合金元素添加法は、オーステナイトの再結晶化や回復を抑制する合金元素の微
量の添加によってフェライト結晶粒の微細化を促進するものである。Ｎｂ、Ｔｉ等の合金
元素は、炭化物を形成したり、粒界に偏析したりして、オーステナイトの回復と再結晶を
抑制するため、熱間圧延後のオーステナイト粒が微細化して、オーステナイトからの変態
で得られるフェライト結晶粒も微細化する。
【０００８】
　この（iii）の合金元素添加法は、上記の（i）の大圧下圧延法や（ii）の制御圧延法と
組み合わせて用いる場合が多い。この（iii）の合金元素添加法は、熱処理の際にもフェ
ライトの粒成長を抑制する効果もある程度は有している。
【０００９】
　これらの（i）大圧下圧延法、（ii）制御圧延法及び（iii）合金元素を添加する方法に
言及した先行文献として、特許文献１がある。ここでは、Ａｒ１＋５０℃からＡｒ３＋１
００℃の温度域で１秒以内に一回もしくは二回以上の合計圧下率が５０％以上の加工を加
え、加工終了後の６００℃以上の温度域で２０℃／秒以上の冷却速度の強制冷却を行う方
法が開示されている。
【００１０】
　また、特許文献２には、動的再結晶温度域での圧下を５スタンド以上の圧下パスにて行
い、かつ、この動的再結晶温度域で圧下を加える最初のスタンド入り側と最後のスタンド
出側の温度差を６０℃以下にする方法が開示されている。
【００１１】
　このように、鋼板の降伏強度値に代表される衝撃吸収特性だけをとらえてみれば、種々
の手法によって、良好な衝撃吸収能を有する高降伏強度鋼板が提供されている。
【００１２】
　一方、鋼板をプレス成型する際には、形状不良が発生しやすい。特に、良好な衝撃吸収
能を有する高降伏強度を有する鋼は形状凍結性が悪く、プレス成型の際に形状不良が発生
しやすいため、精度を要求される部材には適用できないという問題があった。
【００１３】
　このプレス成型の際の鋼板の形状不良は、材料に曲げ加工を施すときに発生するスプリ
ングバックに起因する。そして、スプリングバック量は曲げ部到達応力と相関関係にある
ことが知られている。
【００１４】
　図１に、２種類の材料イ及びロに対して、曲げ試験を実施した場合における曲げ部の到
達応力を示す。ここで、材料イは到達応力は大きいがその分スプリングバック量が大きく
、そして、材料ロは到達応力が小さい分スプリングバック量が小さいことが、知られてい
る。これは、到達応力の値は降伏強度ＹＳと正の相関関係を有し、さらに、引張強度ＴＳ
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とも正の相関関係を有していることが知られている。したがって、スプリングバック量を
低減させて、形状凍結性を改善するためには、材料の降伏強度ＹＳ及び／又は引張強度Ｔ
Ｓを低減させればよく、引張強度ＴＳが同一の場合は降伏比ＹＲを低減させればよい。
【００１５】
　形状凍結性の芳しくない鋼板の形状精度を向上させる技術は、特許文献３に、曲げ加工
時に板厚方向に生じる応力分布が表裏で均衡するように、事前に曲げ部に対して逆曲げ加
工を施すことによりスプリングバックを抑制する手法が開示されている。
【００１６】
　また、特許文献４に、鋼板のランクフォード値と集合組織の制御により形状凍結性を高
める技術が開示されている。
【００１７】
【特許文献１】特開昭５９－２０５４４７号公報
【特許文献２】特開平１１－１５２５４４号公報
【特許文献３】特開平７－１４８５２７号公報
【特許文献４】特開２００１－３０３１７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　上述のとおり、組織微細化の手段として、（i）大圧下圧延法、（ii）制御圧延法、お
よび、（iii）合金元素添加法が知られている。
【００１９】
　しかしながら、（i）大圧下圧延法は、工業的に実現し難いばかりか、微細フェライト
組織が熱処理によって粒成長し易い。したがって、溶接工程あるいは溶融めっき工程を経
ると、所期の機械特性を失うため、実部品において十分な衝撃吸収特性を得られない。
【００２０】
　（ii）制御圧延法は、圧延の直後から水冷するとされているが、直後冷却といっても圧
延後０．２秒以上経過してからの冷却開始であり、冷却速度もせいぜい２５０℃／秒程度
である。このような方法では、単純組成の低炭素鋼のフェライト結晶粒径は５μｍ程度に
しかならない。したがって、衝撃吸収特性を十分に高めることができない。
【００２１】
　（iii）合金元素添加法は、フェライトの結晶粒径を小さくはするもののフェライトの
体積率を低下させる。また、添加する合金元素の分だけ、原料コストが嵩む。
【００２２】
　このように、上記の特許文献１及び２に開示された、（i）大圧下圧延法、（ii）制御
圧延法又は（iii）合金元素添加法によれば、微細な結晶組織の高降伏鋼板を得ることが
できるものの、その組織の熱的安定性は低い。
【００２３】
　したがって、鋼板をプレス後に溶接等により組み立てて部品を得る場合や鋼板に溶融め
っきを施す場合には、溶接時に加えられる熱や溶融めっき工程で加えられる熱によって結
晶粒が粗大化しやすく、その機械特性が損なわれる場合がある。例えば、溶接時において
ＨＡＺ（Heat Affected Zone）部近傍の結晶組織が粗粒化し軟化が起こると、この部分に
応力集中が起こりやすくなるため、この近傍で破断が起こり、溶接部における十分な衝撃
吸収特性が得られないという結果になる。
【００２４】
　なお、(iii)合金元素添加法を、上記の（i）の大圧下圧延法又は（ii）の制御圧延法と
組み合わせて用いると、熱処理の際にもフェライトの粒成長を抑制する効果があるが、超
微細フェライト結晶粒の溶接工程や溶融めっき工程での粒成長を抑制するには不十分であ
るため、適用できる鋼種が限定される。
【００２５】
　しかしながら、鋼板の衝撃吸収性能を向上するべく、組織の微細化によって鋼板の降伏
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強度を高めたとしても、局部延性能に劣っているために、鋼板を折り曲げたときに、その
曲げ部において割れが発生しやすく、特に衝撃吸収の際に座屈しわ部において割れが発生
しやすい。
【００２６】
　図２は、鋼板を折り曲げたときに、その曲げ部において割れが発生する様を示す図であ
る。局部延性に乏しい場合に、曲げ外側において、割れが発生する。
【００２７】
　また、従来の高降伏強度を有する鋼は形状凍結性が悪く、プレス成型の際に形状不良が
発生しやすいため、精度を要求される部材には適用できない。特に、密着曲げ加工（ヘム
加工）の際には、局部延性能に劣っているために、曲げ部がシャープな形状にならないこ
とが多い。
【００２８】
　図３は、鋼板を密着曲げ加工したときの曲げ部の形状の例である。(a)は良好な例であ
り、(b)が不良の例である。局部延性に優れる場合は、(a)のように曲げ部がシャープな形
状となる。
【００２９】
　前述のとおり、形状凍結性を改善するためには、材料の降伏強度ＹＳ（引張強度ＴＳが
同一の場合は降伏比ＹＲ）及び引張強度ＴＳを低減させることによってスプリングバック
量を低減させればよいが、降伏強度ＹＳ（引張強度ＴＳが同一の場合は降伏比ＹＲ）及び
引張強度ＴＳの低い材料は、衝撃吸収性能や疲労強度特性に劣る。すなわち、熱延鋼板の
衝撃吸収性と形状凍結性を両立させることは困難であった。
【００３０】
　形状凍結性については、前述のとおり、改善提案がなされている。しかしながら、特許
文献３に開示の形状凍結性を向上させる手法では、曲げ部に前加工処理跡が残留し外観を
損ねるとともに、曲げ加工を２つの工程で施す必要があり、コストの増大を招く。また、
局部延性能は改善されていない。
【００３１】
　また、特許文献４に開示の形状凍結性を向上させる手法では、これにより得られる鋼板
の降伏強度比は低く、十分な衝撃吸収特性が得られない。また、局部延性能は改善されて
いない。
【００３２】
　さらに、鋼板をプレス後に溶接等により組み立てて部品を得る場合や鋼板に溶融めっき
を施す場合には、せっかく鋼板の組織を微細化して衝撃吸収特性等の機械特性を高めたと
しても、その後に、溶接や溶融めっきの際に鋼板を加えられる熱によって、結晶粒が粗大
化しやすく、その機械特性が損なわれ易い。
【００３３】
　以上のとおり、表面性状を維持したまま、衝撃吸収特性と形状精度を両立してなる鋼板
は実現できていない。また、衝撃吸収特性と形状精度を両立した上で、熱的にも安定な鋼
板も実現できていない。さらに、局部延性能にも劣っている。
【００３４】
　図４は、引張強度ＴＳが同じ各種の熱延鋼板を、その降伏比ＹＲとスプリングバック量
でプロットしたものである。前述のとおり、従来材料では引張強度ＴＳが同一材料の場合
には、降伏比ＹＲとスプリングバック量とは正の相関関係を有するので、小さいスプリン
グバック量を得ようとすると、その降伏比ＹＲも小さくなることが分かる。このような熱
延鋼板では、衝撃吸収性と形状凍結性を両立できないし、局部延性能にも劣る。
【００３５】
　本発明材の狙いは、鋼板としての機械的特性を損なうことなく、衝撃吸収性と形状凍結
性を両立させるため、小さいスプリングバック量と大きい降伏比ＹＲを有するとともに、
局部延性能に優れた熱延鋼板を提供することにある。また、本発明材の他の狙いは、衝撃
吸収特性と形状精度を両立した上で、局部延性能にも優れる鋼板をプレス後に溶接等によ
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り組み立てて部品を得る場合や鋼板に溶融めっきを施す場合にあっても、熱的にも安定な
熱延鋼板を提供することにある。
【００３６】
　本発明は、超微細な結晶粒を有し、引張強度に対する降伏強度の比（降伏比ＹＲ）が０
．８以上の高降伏強度を有し、衝撃吸収特性と形状凍結性に優れるとともに、局部延性能
に優れた熱延鋼板及びその製造する方法を提供することを第１の目的とする。
【００３７】
　さらに、本発明は、超微細な結晶粒を有し、引張強度に対する降伏強度の比（降伏比Ｙ
Ｒ）が０．８以上の高降伏強度を有し、優れた衝撃吸収特性と形状凍結性に加えて優れた
局部延性能を有し、溶接工程や溶融めっき工程の熱にも耐え得る熱的安定性を有する熱延
鋼板及びその製造する方法を提供することを第２の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００３８】
　本発明者らは、微細フェライト結晶粒組織を有する熱延鋼板に関して、高降伏強度を有
し、かつ、衝撃吸収特性と形状凍結性を両立させた上で、さらに局部延性能をも付与すべ
く、種々の検討と実験を行った。さらに、溶接工程や溶融めっき工程の熱にも耐え得る熱
的安定性をも有する熱延鋼板を提供すべく、種々の検討と実験を行った。その結果、次の
(a)～(j)に示す知見を得た。
【００３９】
　(a)フェライトの平均結晶粒径を一定の範囲にとどめることについて
　フェライトの結晶粒径は小さくなるほど強度が増加するので、衝撃吸収特性をその分高
めることができるが、結晶粒径が小さくなりすぎると粒界エネルギーによる粒成長の駆動
力が増加するため、熱間圧延時に粒成長が促進されてしまうことが分かった。
【００４０】
　具体的には、鋼板表面から板厚の１／４の深さ位置におけるフェライトの平均結晶粒径
が１．２μｍを下回るようになると、熱間圧延時の粒成長を抑止することが困難になり、
逆に、フェライトの平均結晶粒径が２．７＋５０００／（５＋３５０・Ｃ＋４０・Ｍｎ）
２μｍ及び７μｍのいずれかの値を上回ると微細化による機械特性の向上が十分に期待で
きなくなることが、判明した。
【００４１】
　したがって、衝撃吸収特性に優れた機械特性を有する熱延鋼板を得るためには、フェラ
イトの平均結晶粒径の下限として１．２μｍを採用し、そして、上限として、２．７＋５
０００／（５＋３５０・Ｃ＋４０・Ｍｎ）２μｍ及び７μｍのうちの小さい方の値を採用
する必要がある。
【００４２】
　よって、鋼板表面から板厚の１／４の深さ位置におけるフェライトの平均結晶粒径Ｄ（
μｍ）は、下記の(1)式及び(2)式を満足する必要がある。
【００４３】
　１．２≦Ｄ≦７・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)式
　Ｄ≦２．７＋５０００／（５＋３５０・Ｃ＋４０・Ｍｎ）２・・・(2)式
ここで、Ｄは鋼板表面から板厚の１／４の深さ位置におけるフェライトの平均結晶粒径（
μｍ）を、そして、ＣおよびＭｎは鋼中の各元素の含有量（質量％）を示す。
【００４４】
　(b)降伏比（ＹＲ）を０．８以上とすることについて
　高衝撃吸収材料は、同一の引張強度ＴＳで比較すると高い降伏比ＹＲ値を有し、その機
械特性は高い降伏強度ＹＳを有することになるので、衝撃吸収時の変形によって塑性仕事
量が増大する。よって十分な衝突吸収性能を得るために、降伏比ＹＲを０．８以上とする
必要がある。なお、降伏比ＹＲは０．８５以上とするのが好ましい。
【００４５】
　(c)ＪＩＳ５号引張試験における降伏後の塑性歪み０．００５から一様伸びの６５％の
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歪みまでの範囲における平均塑性接線勾配Ｈ'に上限及び下限を規定することについて
　本発明者らは、曲げ変形を熱延鋼板に負荷したときに生じる歪みを局所化することがで
きれば、形状凍結性に優れた熱延鋼板を得ることができるのではないかとの着想の下に、
曲げ成形におけるスプリングバックを低減する手法について、種々検討したところ、次の
知見を得た。
【００４６】
　図５は、直角曲げ成形における熱延鋼板の曲げ部周辺の断面図を示したものである。こ
の曲げ成形におけるスプリングバックの大きさは、(i)曲げ方向残留応力の板厚方向差(曲
げ内側の残留応力と曲げ外側の残留応力の差)の分布と、(ii)この曲げ内外残留応力差が
発生する領域の曲げ方向の分布により、決定される。
【００４７】
　したがって、曲げ成型における残留応力と曲げ方向制御することができればスプリング
バックを小さくすることができることになる。
【００４８】
　そして、残留応力は、曲げ成形中の曲げ変形の挙動によって変化するが、(i)の曲げ内
外の残留応力の差は、前述した、材料に曲げ加工を施すときの曲げ部到達応力と相関関係
にあることが知られている。また、加工硬化特性が低い材料は、変形領域が狭いため、歪
みが局所化されやすく、上記(ii)の曲げ内外残留応力差が発生する領域が局所化できるこ
とになり、その結果、スプリングバック量を低減させることができる。
【００４９】
　次に、塑性接線勾配とは、引張試験における応力－塑性歪み曲線の接線勾配のことであ
り、加工硬化指数とともに材料変形時の歪みの伝播性を示す一つの値である。特に、ＪＩ
Ｓ５号引張試験において降伏後の塑性歪み０．００５から一様伸びの６５％の歪みまでの
範囲における平均塑性接線勾配Ｈ’が指標として好適であり、曲げ変形における平均塑性
接線勾配Ｈ’が低いと、歪みが局所化するため形状凍結性が向上する。
【００５０】
　図６は、塑性接線勾配曲線であり、Ｘ軸が塑性歪み（真歪み）を、そして、Ｙ軸が応力
（真応力）を示す。平均塑性接線勾配Ｈ’は、このうち、降伏後の塑性歪み０．００５か
ら一様伸びの６５％の歪みまでの範囲を限定範囲として、その範囲内における接線勾配の
平均値をいう。
【００５１】
　図７は、図６の塑性接線勾配曲線のうち、上記限定範囲を拡大したものであり、ここで
は、上記限定範囲のＸ軸の真歪み値を１０等分（Ｈ'１、Ｈ'２、Ｈ'３、・・・・・・Ｈ'
１０）し、各区間の塑性接線勾配の平均値を求めることで、平均塑性接線勾配Ｈ’を求め
ることができることを示している。なお、ここでは、上記限定範囲のＸ軸の真歪み値を１
０等分することによって、平均塑性接線勾配Ｈ’を求めたが、特に上記限定範囲を１０等
分することにこだわらない。例えば、２０等分することによって求めてもよい。あるいは
、線形近似によって求めてもよい。
【００５２】
　図８は、後述する実施例から得られたデータを、Ｘ軸にＹＲを、Ｈ'／ＴＳをＹ軸に、
プロットしたものである。○が衝撃吸収性と形状凍結性の両方に優れたものであり、■は
衝撃吸収性と形状凍結性のうちの少なくとも一方に劣るものである。
【００５３】
　図８からも分かるように、Ｈ'／ＴＳが、［－２×ＹＲ＋３．１］の値を上回ると、歪
みの局所化が発生しにくくなり、十分なスプリングバック低減効果が得られない。また、
衝撃吸収性の観点からすると、材料には有る程度の加工硬化特性が要求されるので、全く
加工硬化しない材料は衝撃吸収性の点で不適当である。したがって、Ｈ’／ＴＳの下限を
０．１とする必要がある。なお、好ましい下限は０．１３である。
【００５４】
　ここで、Ｈ’／ＴＳなる特性値を用いているが、その理由は次のとおりである。スプリ
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ングバック量は前述の通り、平均塑性接線勾配Ｈ’と引張強度ＴＳに相関して大きくなり
、また、平均塑性接線勾配Ｈ’の値も引張強度ＴＳと相関をもって大きくなるから、引張
強度ＴＳが異なる鋼板においてもスプリングバック量を比較することができるようにする
ためである。
【００５５】
　よって、ＪＩＳ５号引張試験における降伏後の塑性歪み０．００５から一様伸びの６５
％の歪みまでの範囲における平均塑性接線勾配Ｈ'が、次の(3)式を満足する必要がある。
【００５６】
　０．１≦Ｈ'／ＴＳ≦－２×ＹＲ＋３．１・・・・・・・・・・・・(3)式
ここで、Ｈ'は引張試験において降伏後の塑性歪み０．００５から一様伸びの６５％の歪
みまでの範囲における平均塑性接線勾配を、ＴＳは引張強度（ＭＰａ）を、そして、ＹＲ
は降伏比を示す。
【００５７】
　なお、平均塑性接線勾配Ｈ'の採用範囲の下限を、降伏後の「塑性歪み０．００５」と
規定する理由は次のとおりである。
【００５８】
　曲げ加工は、通常、板厚表層部の塑性歪みが０．００５以上発生する領域でなされる。
というのは、塑性歪みが０．００５を下回る領域では、例えば板厚が２ｍｍの場合、表層
部から板厚内部方向へ０．５ｍｍの位置における塑性歪みは０．００２５以下と極低歪み
となるため、十分な加工がなされないからである。したがって、塑性歪みが０．００５を
下回る領域では、本発明の意図とする歪みの局所化によるスプリングバック低減効果が十
分に発揮されない。よって平均塑性接線勾配の採用範囲の下限を、降伏後の「塑性歪み０
．００５」とする。
【００５９】
　また、平均塑性接線勾配Ｈ'の採用範囲の上限を、「一様伸びの６５％の歪みまで」と
規定する理由は次のとおりである。
【００６０】
　曲げ加工においては、曲げ部の塑性歪みが一様伸びの６５％の歪み以下の範囲で加工さ
れることが多い。例えば、一般的な条件である曲げ半径Ｒ＝１０ｍｍ、板厚１．４ｍｍの
熱延鋼板において、曲げ部最表層面に発生する塑性歪みは０．０７３である。ここで、一
般的な材料の一様伸び（ＵＥｌ）を０．１５とした場合、その一様伸び（ＵＥＬ）の６５
％の歪み（ε）は０．０９７となる。よって、平均塑性接線勾配Ｈ’の採用範囲の上限を
、「一様伸びの６５％の歪みまで」とする。
【００６１】
　(d)Ｔｉ、Ｎｂ、Ｖ及びＭｏの含有量の上限を規定することについて
　鋼の降伏強度を上昇させる手段として、Ｔｉ、Ｎｂ、Ｖ、Ｍｏといった析出強化元素を
含有させることが有効であることが知られている。これらの元素は鋼中で微細な炭窒化物
を形成し、転位運動を阻害するからである。これまで、実用的な構造用熱延鋼板に対して
高降伏比を付与するに当たって、これらの析出強化元素が積極的に使用されてきている。
したがって、本発明においても、Ｔｉ、Ｎｂ、Ｖ及びＭｏの含有量の降伏強度及び形状凍
結性に及ぼす影響について、詳細な検討を行った。
【００６２】
　その結果、Ｔｉ、Ｎｂ、Ｖ及びＭｏの合計含有量の増加に伴って降伏比が増加するとい
う結果が得られる一方で、同一降伏比で比較すると、Ｔｉ、Ｎｂ、Ｖ及びＭｏが含有され
ない超微細粒鋼や、Ｔｉ、Ｎｂ、Ｖ及びＭｏの合計含有量の少ない超微細粒鋼と比較して
、スプリングバック特性に劣るという結果が得られた。
【００６３】
　この理由は定かではないが、次のように推察される。
【００６４】
　Ｔｉ、Ｎｂ、Ｖ及びＭｏを含有しない、あるいは含有しても少量である、本発明に係る
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高降伏超微細粒鋼では、比較的軟質で等方的なフェライト粒が微細且つ比較的均一に存在
するため、加工時の局所的な降伏領域単位が細かく微細分散していると考えられる。
【００６５】
　これに対して、Ｔｉ、Ｎｂ、Ｖ又はＭｏを一定量含有する高降伏鋼板はフェライト粒界
が複雑に蛇行した擬ポリゴナルなフェライトが形成されやすく、また微細析出強化量（硬
度）によって粒間で比較的大きなバラツキが出やすいため、加工時に局所的な降伏領域単
位が均一に分散せず、降伏点伸びが縮減され塑性接線勾配が大きくなり、歪みが局所化し
難いため、形状凍結性が劣ると考えられる。
【００６６】
　なお、形状凍結性の向上に有効であると考えられる局所的な降伏領域単位の均一分散化
は、粒径に依存し、微細粒であるほうが有利であることは言うまでも無い。
【００６７】
　したがって、実用の範囲で矯正が不必要あるいは軽微な矯正で良好な形状が得られるよ
うにするために、Ｔｉ、Ｎｂ、Ｍｏ及びＶのうちの一種又は２種以上を合計で０．０５％
以下の含有量とすることが必要である。なお、０．０３以下の含有量とすることが好まし
い。そして、添加せずに不純物レベルの混入にとどめることがより好ましい。
【００６８】
　なお、本発明に用いる炭素鋼又は低合金鋼は、Ｃ：０．０１～０．２５％を含有するも
のが好ましく、さらに、Ｓｉ、Ｍｎ、Ａｌ、Ｐ、Ｔｉ、Ｎｂ、Ｖ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｍｏ、Ｎ
ｉ、Ｃａ、ＲＥＭ、Ｂのうちの１種又は２種以上を含有してもよい。
【００６９】
　(e) 局部延性能について
　図９は、密着曲げ加工（ヘム加工）における熱延鋼板の曲げ部周辺の断面図を示したも
のである。密着曲げ加工においても、そのスプリングバックの大きさは、(i)局部曲げ方
向残留応力の板厚方向差(局部曲げ内側の残留応力と局部曲げ外側の残留応力の差)の分布
と、(ii)この局部曲げ内外残留応力差が発生する領域の局部曲げ方向の分布により、決定
される。
【００７０】
　したがって、密着曲げ加工における残留応力と局部曲げ方向を制御することができれば
、直角曲げ成形と同様に、スプリングバックを小さくすることができることになる。
【００７１】
　そして、残留応力は、密着曲げ加工中の局部曲げ変形の挙動によって変化するが、直角
曲げ成形と同様に、(i)の局部曲げ内外の残留応力の差は、材料に局部曲げ加工を施すと
きの局部曲げ部到達応力と相関関係にあることが知られている。また、加工硬化特性が低
い材料は、変形領域が狭いため、歪みが局所化されやすく、上記(ii)の局部曲げ内外残留
応力差が発生する領域が局所化できることになり、その結果、スプリングバック量を低減
させることができる。
【００７２】
　局部延性能とは、ＪＩＳ５号引張り試験において、最大荷重発生以降のくびれ発生した
状態における伸び性能のことをいう。したがって、優れた局部延性能とは、密着曲げ加工
において、曲げ外側において割れの発生が抑制されて曲げ部がシャープな形状になるとと
もに、スプリングバック量が低いためにそのシャープな形状が加工後も維持されるという
形状凍結性を有することを意味する。
【００７３】
　本発明者らは、優れた局部延性能を得るために、種々の検討と実験を重ねた結果、前記
の平均塑性接線勾配Ｈ'及び鋼板の結晶粒径がこの局部延性能に対して相関関係を有して
いることを見出した。すなわち、低Ｈ'材の場合には、鋼板を折り曲げたときに、その局
部曲げ部の狭い範囲に歪みが集中することによって、スプリングバック量が低減され、そ
して、鋼板の結晶粒径が微細で均一であるために、局部曲げ部の割れの発生が抑制される
とともに局部曲げ部がシャープな形状になると考えられる。
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【００７４】
　(f) 鋼板表層のフェライトの平均結晶粒径Ｄｓ（μｍ）を、鋼板表面から板厚の１／４
の深さ位置におけるフェライトの平均結晶粒径Ｄ（μｍ）に対して一定の範囲に留めるこ
とについて
　さらに、局部延性を優れたものにするためには、鋼板表層のフェライトの平均結晶粒径
Ｄｓ（μｍ）を、鋼板表面から板厚の１／４の深さ位置におけるフェライトの平均結晶粒
径Ｄ（μｍ）に対して一定の範囲に留めることが好ましい。局部曲げ部の割れの発生をさ
らに抑制するためには、鋼板の表面のフェライトの平均結晶粒径を、鋼板内部におけるフ
ェライトの平均結晶粒径よりも微細にすることにより達成することができる。
【００７５】
　すなわち、鋼板表層のフェライトの平均結晶粒径Ｄｓ（μｍ）と、鋼板表面から板厚の
１／４の深さ位置におけるフェライトの平均結晶粒径Ｄ（μｍ）が、下記の(4)式を満足
することが好ましい。
【００７６】
　Ｄｓ／Ｄ≦０．８・・・・・・・・・・・・・・・・(4)式
ここで、Ｄｓは鋼板表層のフェライトの平均結晶粒径（μｍ）を、そして、Ｄは鋼板表面
から板厚の１／４の深さ位置におけるフェライトの平均結晶粒径（μｍ）を示す。
【００７７】
　(g) フェライトの結晶粒径の分布を一定の範囲にとどめることについて
　さらに鋼板の熱的安定性を高めるためには、フェライトの結晶粒径の分布を一定の範囲
にとどめるのが好ましい。高温での粒成長が生じる一因は、粒界のエネルギーに基づく駆
動力であり、微細なフェライト組織の中に比較的大きなフェライト結晶粒が混在している
と、大きなフェライト結晶粒が粒界を駆動力として周囲の微細なフェライト結晶粒と容易
に一体化し、粒成長が急速に進展する。このため、高温でのフェライト結晶粒の粒成長速
度を抑制するためには、フェライト結晶粒を微細化してその平均結晶粒径Ｄ（μｍ）を前
記の(1)式及び(2)式を満足する一定の範囲にとどめることに加えて、鋼板表面から板厚の
１／４の深さ位置におけるフェライトのうち、面積割合でフェライト結晶粒の８０％以上
が、平均結晶粒径Ｄ（μｍ）の１／３から３倍の範囲に収まるような粒径分布となること
が好ましい。すなわち、結晶粒径ｄ（μｍ）が下記の(5)式を満足する結晶粒の占める面
積割合が８０％以上であることが好ましい。
  Ｄ／３≦ｄ≦３Ｄ・・・・・・・・・・・・・・・・(5)式
ここで、ｄはフェライトの結晶粒径（μｍ）を、そして、Ｄは鋼板表面から板厚の１／４
の深さ位置におけるフェライトの平均結晶粒径（μｍ）を示す。
【００７８】
　なお、より好ましくは９０％以上のフェライト結晶粒が平均結晶粒径Ｄ（μｍ）の１／
３から３倍の範囲に収まるような粒径分布となることである。
【００７９】
　(h)Ａ１点直下の７００℃近傍の温度におけるフェライトの平均結晶粒径Ｄの増加速度
Ｘと平均結晶粒径Ｄの積Ｄ・Ｘの上限規定について
　高温におけるフェライト結晶粒の粒成長速度は、温度の上昇と共に増加する。一般に、
溶接工程や溶融めっき工程でフェライトの粒成長という問題が生じる温度域は、Ａ１点（
７３０℃近傍）直下からＡ３点近傍までの温度域であり、この温度範囲でフェライトの粒
成長速度は大きく変化する。しかし、前記(a)に示したとおり、フェライトの平均結晶粒
径が特定の範囲内にある鋼板、すなわち、鋼板表面から板厚の１／４の深さ位置における
フェライトの平均結晶粒径Ｄ（μｍ）が(1)式及び(2)式の両方を満足する鋼板の粒成長速
度の温度特性は、７００℃近傍の温度におけるフェライトの粒成長速度によって決定され
ることが分かったので、７００℃近傍の温度におけるフェライトの粒成長速度、すなわち
、フェライトの平均結晶粒径の増加速度Ｘ（μｍ／ｍｉｎ）と平均結晶粒径Ｄ（μｍ）の
積Ｄ・Ｘ（μｍ２／ｍｉｎ）に、上限を設ければ、溶接工程や溶融めっき工程でより高い
温度に加熱された場合においても、問題が発生しないことを見出した。そして、実験の結
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果、積Ｄ・Ｘを０．１μｍ２／ｍｉｎ以下に設定することが必要であることも判明した。
なお、積Ｄ・Ｘは０．０７μｍ２／ｍｉｎ以下が好ましく、０．０５μｍ２／ｍｉｎ以下
がさらに好ましい。
【００８０】
　よって、溶接工程や溶融めっき工程でより高い温度に加熱される場合には、鋼板表面か
ら板厚の１／４の深さ位置におけるフェライトの平均結晶粒径Ｄ（μｍ）の７００℃にお
ける増加速度Ｘ（μｍ／ｍｉｎ）と当該平均結晶粒径Ｄ（μｍ）が下記の(6)式を満足さ
せることが好ましい。
【００８１】
　Ｄ・Ｘ≦０．１・・・・・・・・・・・・・・・・(6)式
ここで、Ｄは鋼板表面から板厚の１／４の深さ位置におけるフェライトの平均結晶粒径（
μｍ）を、そして、Ｘは当該フェライトの平均結晶粒径Ｄ（μｍ）の７００℃における増
加速度（μｍ／ｍｉｎ）を示す。
【００８２】
　なお、さらに粒成長速度を低下させるためには、フェライト結晶粒内の転位密度を１０
９／ｃｍ２以下、より好ましくは１０８／ｃｍ２以下とすることが好ましい。
【００８３】
　(i) 板厚方向の結晶粒径の変化を緩やかにすることについて
　板厚方向への緩やかな結晶粒径の変化は、鋼板の機械特性の向上に寄与する。たとえば
、板表面側でより細粒となっているため、鋼板表面近傍が大きく変形される局部曲げ性が
向上する。また、表面近傍から発生する亀裂の伝搬を、より細粒化した表面の組織が効果
的に押さえることができるので、疲労特性も向上する。
【００８４】
　したがって、鋼板表面から１００μｍの深さ位置における結晶粒径ｄｓ（μｍ）、鋼板
表面から板厚の１／４の深さ位置における結晶粒径ｄ（μｍ）および板厚の中心部分にお
ける結晶粒径ｄｃ（μｍ）が、下記の(7)式および(8)式を満足させることが好ましい。
【００８５】
　ｄｓ≦０．７ｄｃ・・・・・・・・・・・・・・・・(7)式
　ｄ≦０．９ｄｃ・・・・・・・・・・・・・・・・(8)式
ここで、ｄｓは鋼板表面から１００μｍの深さ位置における結晶粒径（μｍ）を、ｄは鋼
板表面から板厚の１／４の深さ位置における結晶粒径（μｍ）を、そして、ｄｃは板厚の
中心部分における結晶粒径（μｍ）を示す。
【００８６】
　なお、ｄｓ≦０．６ｄｃおよびｄ≦０．８５ｄｃを満足するような板厚方向への結晶粒
径変化を持たせるのが、より好ましい。
【００８７】
　(j)衝撃吸収特性と形状凍結性、あるいはさらに、溶接工程や溶融めっき工程の熱にも
耐え得る熱的安定性を有するとともに、局部延性能に優れた熱延鋼板を製造するための方
法について
　高温域での圧延を採用することで、圧延が容易かつ高生産性の工業的方法を提供するこ
とができる。
【００８８】
　まず、オーステナイト温度域から、多パス熱間圧延を開始し、最終の圧延パスをＡｒ３

点以上かつ７８０℃以上の高温度で終了する。このとき、オーステナイト結晶粒内に歪み
が蓄積される。
【００８９】
　なお、曲げ加工部の外観の形状および極限加工時の曲げ稜線に発生する割れに及ぼす組
織の影響を調査した結果、本発明に係る熱延鋼板を用いた場合には、平均塑性接線勾配Ｈ
'と引張強度ＴＳに関するＨ’／ＴＳを制御することで曲げ加工部周辺に生ずるたわみを
低減することが可能であり、さらに表層部組織の粒径を微細化することにより、局部曲げ
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部の表面近傍の局部変形能が向上し、割れの発生を著しく抑制可能であるという知見に至
った。
【００９０】
　さらに表層近傍の組織粒径に対し、製造時の仕上げ圧延における最終圧延率（圧下率）
が大きく影響していることを知見し、最終の圧延パスにおいて仕上最終スタンドの圧延率
を１０～５０％とすることが好ましいことを見出した。より好ましくは、１５～４０％で
ある。
【００９１】
　これは、仕上最終スタンドでの圧延率が１０％を下回ると、オーステナイト中への歪み
の蓄積が十分でないため、その後の冷却によってフェライトの析出および微細化が困難と
なるからである。この圧延率を１５％以上とするとフェライト変態をより促進することが
できる。
【００９２】
　逆に、仕上最終スタンドでの圧延率が５０％を超えるような圧延を実施すると、圧延ロ
ールの耐久性を損なうおそれがあり、これを回避するためには圧延設備の大型化が必要に
なるからである。また、鋼板形状の制御が困難となることが予想されるからである。なお
、厳密な鋼板形状を要求される場合には、４０％以下にすることが好ましい。
【００９３】
　そして、熱間圧延終了直後の０．４秒以内に、７２０℃以下の温度までの冷却を完了す
る。このとき、冷却途中においてはこの歪みの解放が抑制されるので、歪みはオーステナ
イト粒内に蓄積された状態であり、７２０℃以下の温度になってはじめて、オーステナイ
トからフェライトへの変態が活発化し、蓄積された歪みを核としてフェライト結晶粒が多
数発生し、微細なフェライト組織を形成する。この方法では、鋼板表面と圧延ロール表面
の間の摩擦によって熱間圧延時に鋼板に導入される剪断歪みの解放をも抑制することがで
きるため、板厚中心部よりも表面に近い部分でより多くのフェライト核が発生する。
【００９４】
　さらにその後、６００～７２０℃の温度域で２秒以上保持する。これによって、微細か
つ結晶粒径が狭い範囲に分布する所望のフェライト組織を得ることができるとともに、変
態後の微細フェライト組織中に歪みが残存することも抑制される。また、上述の板厚方向
へのフェライト核生成量変化によって、板厚中心から表面に向けて緩やかな粒径の勾配を
持つ組織が生成する。
【００９５】
　なお、熱間圧延終了直後の冷却条件は、上述のとおり、０．４秒以内に７２０℃以下の
温度までの冷却を完了することが必要である。従来は、最も速いものでも、圧延終了直後
から０．２秒以上経過してから冷却が開始され、その冷却速度もせいぜい２５０℃／秒程
 度であった。Ａｒ３点が８００℃の低炭素鋼を例にとると、低炭素鋼の熱間圧延をＡｒ

３点で終了したとしても、８００℃以上から７２０℃以下の温度まで冷却する間に、従来
は０．５２秒以上経過していたから、０．４秒以内に７２０℃以下の温度までの冷却を完
了することは困難であった。
【００９６】
　さらに、得られた熱延鋼帯について、０．１～１．０％の調質圧延を施す必要がある。
【００９７】
　従来から調質圧延は、熱延鋼板については平坦矯正程度、冷延母材については外装用途
に懸念される表面性状を確保するために用いられてきたが、本発明者らはこの調質圧延の
主に圧下率が、鋼板の形状凍結特性に及ぼす影響について精査した。
【００９８】
　その結果、前述の方法により得られた鋼板について、０．１～１．０％の調質圧延を施
すと、本発明に規定する機械特性を安定的に得ることが出来ることを見出した。調質圧延
が０．１％を下回ると鋼板の平坦度が低下し、成型後の部品精度を悪化させる。一方、上
限の１．０％を超えて調質圧延を施すと、降伏点伸びの消失が起こり、例えば局部曲げ加
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工時に、局部曲げ接線方向の応力分布領域が拡大し、スプリングバック等が発生しやすく
なり形状凍結性を損なう。あお、調質圧延率の上限は、０．５％が好ましい。
【００９９】
　このように、降伏点伸びは塑性接線勾配を低くする。したがって、降伏点伸びの消失又
は縮減の防止を図ることによって、スプリングバック量を低減することができる。
【０１００】
　本発明は、このような知見と検討・実験結果に基づいて完成したものである。本発明の
要旨とするところは、次の(1)～(5)の局部延性能に優れた熱延鋼板及び(6)～(8)の局部延
性能に優れた熱延鋼板の製造方法である。以下、それぞれ、本発明(1)～本発明(8)という
。本発明(1)～(8)を総称して、本発明ということがある。
【０１０１】
　(1) Ｃ：０．０１～０．２５％を含有し、Ｔｉ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｖのうちの１種又は２種
以上を合計で０．０５％以下含有し、体積率で５０％以上のフェライトを含有する炭素鋼
または低合金鋼からなる鋼板であって、鋼板表面から板厚の１／４の深さ位置におけるフ
ェライトの平均結晶粒径Ｄ（μｍ）が下記の(1)式及び(2)式を満足し、降伏比が０．８以
上であって、ＪＩＳ５号引張試験における降伏後の塑性歪み０．００５から一様伸びの６
５％の歪みまでの範囲における平均塑性接線勾配Ｈ’が下記の(3)式を満足し、鋼板表層
のフェライトの平均結晶粒径Ｄｓ（μｍ）と、鋼板表面から板厚の１／４の深さ位置にお
けるフェライトの平均結晶粒径Ｄ（μｍ）が、下記の(4)式を満足し、かつ、鋼板表面か
ら板厚の１／４の深さ位置において、結晶粒径ｄ（μｍ）が下記の(5)式を満足するフェ
ライト結晶粒のフェライトに占める面積割合が８０％以上であることを特徴とする局部延
性能に優れた熱延鋼板。
 
【０１０２】
　１．２≦Ｄ≦７・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)式
　Ｄ≦２．７＋５０００／（５＋３５０・Ｃ＋４０・Ｍｎ）２・・・(2)式
　０．１≦Ｈ’／ＴＳ≦－２×ＹＲ＋３．１・・・・・・・・・・・・(3)式
　Ｄｓ／Ｄ≦０．８・・・・・・・・・・・・・・・・(4)式
　Ｄ／３≦ｄ≦３Ｄ・・・・・・・・・・・・・・・・(5)式
ここで、Ｄは鋼板表面から板厚の１／４の深さ位置におけるフェライトの平均結晶粒径（
μｍ）を、ＣおよびＭｎは鋼中の各元素の含有量（質量％）を、Ｈ’は引張試験において
降伏後の塑性歪み０．００５から一様伸びの６５％の歪みまでの範囲における平均塑性接
線勾配を、ＴＳは引張強度（ＭＰａ）を、ＹＲは降伏比を、Ｄｓは鋼板表層のフェライト
の平均結晶粒径（μｍ）を、そして、ｄはフェライトの結晶粒径（μｍ）を示す。
 
【０１０７】
　(2) 鋼板表面から板厚の１／４の深さ位置におけるフェライトの平均結晶粒径Ｄ（μｍ
）の７００℃における増加速度Ｘ（μｍ／ｍｉｎ）と当該平均結晶粒径Ｄ（μｍ）が下記
の(6)式を満足することを特徴とする、上記(1)の局部延性能に優れた熱延鋼板。
 
【０１０８】
　Ｄ・Ｘ≦０．１・・・・・・・・・・・・・・・・(6)式
ここで、Ｄは鋼板表面から板厚の１／４の深さ位置におけるフェライトの平均結晶粒径（
μｍ）を、そして、Ｘは当該フェライトの平均結晶粒径Ｄ（μｍ）の７００℃における増
加速度（μｍ／ｍｉｎ）を示す。
【０１０９】
　(3) 上記(1)または(2)の局部延性能に優れた熱延鋼板の表面に、Ｚｎ、Ａｌ、Ｚｎ－Ａ
ｌ合金またはＦｅ－Ｚｎ合金の被覆層を備えることを特徴とする、局部延性能に優れた溶
融めっき熱延鋼板。
 



(14) JP 5070865 B2 2012.11.14

10

20

30

40

50

【０１１０】
　(4) 炭素鋼又は低合金鋼からなるスラブを多パス熱間圧延して局部延性能に優れた熱延
鋼板を製造する方法であって、最終の圧延パスをＡｒ３点以上かつ７８０℃以上の温度で
終了し、その後４００℃／秒以上の冷却速度で０．４秒以内に７２０℃以下まで冷却した
後、６００～７２０℃の温度域で２秒以上保持した後、０．１～１．０％の調質圧延を施
すことを特徴とする、上記(1)または(2)の局部延性能に優れた熱延鋼板の製造方法。
 
【０１１１】
　(5) 炭素鋼又は低合金鋼からなるスラブを多パス熱間圧延して局部延性能に優れた熱延
鋼板を製造する方法であって、最終の圧延パスを仕上最終スタンド圧延率１０～５０％で
行うとともにＡｒ３点以上かつ７８０℃以上の温度で終了し、その後４００℃／秒以上の
冷却速度で０．４秒以内に７２０℃以下まで冷却した後、６００～７２０℃の温度域で２
秒以上保持した後、０．１～１．０％の調質圧延を施すことを特徴とする、上記(1)また
は(2)の熱延鋼板の製造方法。
 
【０１１２】
　(6) 上記(4)または(5)の方法により得られた局部延性能に優れた熱延鋼板を酸洗後、連
続溶融めっきラインにて溶融めっきを施すことを特徴とする、局部延性能に優れた溶融め
っき熱延鋼板の製造方法。
 
【発明の効果】
【０１１３】
　本発明によれば、超微細な結晶粒を有し、引張強度に対する降伏強度の比（降伏比）が
０．８以上の高降伏強度を有し、衝撃吸収特性と形状凍結性に優れるとともに局部延性能
に優れた熱延鋼板及びその製造する方法を提供することができる。
【０１１４】
　さらに、本発明によれば、超微細な結晶粒を有し、引張強度に対する降伏強度の比（降
伏比）が０．８以上の高降伏強度を有し、優れた衝撃吸収特性と形状凍結性に加えて、溶
接工程や溶融めっき工程の熱にも耐え得る熱的安定性を有するとともに局部延性能に優れ
た熱延鋼板及びその製造する方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０１１５】
　以下に、本発明に係る局部延性能に優れた熱延鋼板について説明する。以下、各化学成
分の含有量の「％」表示は、「質量％」を意味する。
【０１１６】
　（Ａ）化学組成について
　Ｃ：
　Ｃは、オーステナイトからフェライトへの変態温度を低下させて、熱延の仕上げ温度を
低下させることができるので、フェライト結晶粒の微細化を促進するのに有用な元素であ
る。また、強度を確保するための元素である。このため、０．０１％以上含有させること
が好ましい。また、フェライト結晶粒の微細化をより促進するためには、０．０３％以上
含有させるのが好ましい。ただし、過度に含有させると、熱延後のフェライト変態が遅延
し、フェライトの体積率が低下するため、また溶接性が劣化するため０．２５％以下とす
ることが好ましい。溶接部の加工性を向上させるためには、Ｃ含有量を０．１７％以下に
するのが好ましく、０．１５％以下とするのがより好ましい。
【０１１７】
　Ｓｉ：
　Ｓｉは、強度向上を目的として含有させることが好ましい。ただし、過剰に含有させる
と、延性の劣化が著しくなるうえに、熱間圧延時の表面酸化の問題が生じるので、含有量
を３％以下とすることが好ましい。好ましくは２％以下、より好ましくは１．８％以下で
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ある。下限は不純物レベルでもよい。通常、製鋼段階で０．０１％程度混入する。
【０１１８】
　Ｍｎ：
　Ｍｎは、強度確保のため、含有させることが好ましい。また、オーステナイトからフェ
ライトへの変態温度を低下させて、熱間圧延における仕上温度を低下させることを可能に
するので、フェライト結晶粒の微細化を促進するため、含有させることが好ましい。ただ
し、過度に含有させると、熱間圧延後のフェライト変態が遅延し、フェライトの体積率が
低下するため、含有量を３％以下とすることが好ましい。より好ましくは２．７％以下で
ある。下限は不純物レベルでもよいが、強度向上を目的として含有させる場合には、０．
５％以上含有させることが好ましい。
【０１１９】
　Ａｌ：
　Ａｌは、延性を向上させるため含有させてもよい。しかし、過度に含有させると、高温
でのオーステナイトが不安定化し熱間圧延における仕上温度を過度に上昇させる必要が生
じること、また、安定した連続鋳造を困難にすることから、含有量を３％以下とすること
が好ましい。下限は不純物レベルでもよい。通常脱酸過程により０．０１％程度混入する
。
【０１２０】
　Ｐ：
　Ｐは、強度を増加させるため、含有させても良い。しかし、過度に含有させると、粒界
偏析による脆化が生じるので、含有させる場合には、含有量を０．５％以下とすることが
好ましい。より好ましくは０．２％以下、さらに好ましくは、０．１％以下である。下限
は不純物レベルでもよい。通常、製鋼段階で０．０１％程度混入してくる。
【０１２１】
　Ｔｉ：
　Ｔｉは、炭化物又は窒化物として析出し強度を増加させるため、また、この析出物がオ
ーステナイトやフェライトの粗大化を抑制して、熱延時の結晶粒の微細化を促進し、熱処
理の際には粒成長を抑制するため、含有させても良い。ただし、過度に含有させると、Ｔ
ｉ系炭窒化物を形成し、成形性あるいは形状凍結性を損ねる傾向にあるため、Ｔｉ＋Ｎｂ
＋Ｍｏ＋Ｖの総量で０．０５％以下とする必要がある。好ましくは０．０３％以下、より
好ましくは０．０１％以下である。なお、下限は不純物レベルでもよい。製鋼上、一般に
０．００１％程度は混入する。
【０１２２】
　Ｎｂ：
　Ｎｂは、炭化物又は窒化物として析出し強度を増加させるため、また、この析出物がオ
ーステナイトやフェライトの粗大化を抑制して、熱延時の結晶粒の微細化を促進し、熱処
理の際には粒成長を抑制するため、含有させても良い。ただし、過度に含有させると、Ｎ
ｂ系炭窒化物を形成し、成形性あるいは形状凍結性を損ねる傾向にあるため、Ｔｉ＋Ｎｂ
＋Ｍｏ＋Ｖの総量で０．０５％以下とする必要がある。好ましくは０．０３％以下、より
好ましくは０．０１％以下である。なお、下限は不純物レベルでもよい。製鋼上、一般に
０．００１％程度は混入する。
【０１２３】
　Ｖ：
　Ｖは炭化物として析出し強度を増加させるため、また、この析出物がフェライトの粗大
化を抑制して、結晶粒の微細化を促進するため、含有させても良い。ただし、過度に含有
させると、Ｔｉ、Ｎｂと同様な理由で、延性や加工性を阻害するので、Ｔｉ＋Ｎｂ＋Ｍｏ
＋Ｖの総量で０．０５％以下とする必要がある。好ましくは０．０３％以下、より好まし
くは０．０１％以下である。なお、下限は不純物レベルでもよい。製鋼上、一般に０．０
０１％程度は混入する。
【０１２４】
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　Ｍｏ：
　Ｍｏは、ＭｏＣを析出し強度を増加させるため、また、この析出物がフェライトの粗大
化を抑制して、結晶粒の微細化を促進するため、含有させても良い。また、Ｍｏは、Ｔｉ
、Ｎｂと複合含有させることで炭窒化物の粗大化を抑制する効果があり、成形性の製造安
定性を向上する効果があるため、含有させても良い。ただし、過度に含有させると、Ｔｉ
、Ｎｂ、Ｖと同様な理由で、延性や加工性を阻害するので、Ｔｉ＋Ｎｂ＋Ｍｏ＋Ｖの総量
で０．０５％以下とする必要がある。好ましくは０．０３％以下、より好ましくは０．０
１％以下である。なお、下限は不純物レベルでもよい。製鋼上、一般に０．００１％程度
は混入する。
【０１２５】
　Ｃｒ：
　Ｃｒは、焼き入れ性を増加させ、フェライト組織中にマルテンサイトやベイナイトを生
成させる作用を有するため、これらの作用を目的として含有させても良い。ただし、多量
に含有させるとフェライトの生成が抑制されるため、含有量を１％以下とすることが好ま
しい。なお、下限は不純物レベルでもよい。製鋼上、一般に０．０２％程度は混入する。
【０１２６】
　Ｃｕ：
　Ｃｕは、低温で析出して強度を増加させる作用を有するため、これらの作用を目的とし
て含有させても良い。ただし、スラブの粒界割れなどを引き起こすおそれがあるため、含
有量を３％以下とすることが好ましい。より好ましくは２％以下である。なお、含有させ
る場合は、含有量０．１％以上とすることが好ましい。なお、下限は不純物レベルでもよ
い。製鋼上、一般に０．０２％程度は混入する。
【０１２７】
　Ｎｉ：
　Ｎｉは、高温でのオーステナイトの安定度を増加する目的で含有させても良い。また、
Ｃｕを含有させる場合はスラブの粒界脆化を防止するために含有させても良い。ただし、
過度に含有させると、フェライトの生成が抑制されるため、含有量を１％以下とすること
が好ましい。なお、下限は不純物レベルでもよい。製鋼上、一般に０．０２％程度は混入
する。
【０１２８】
　Ｃａ、ＲＥＭ、Ｂ:
　Ｃａ、希土類元素（ＲＥＭ）やＢは凝固中に析出する酸化物や窒化物を微細化して、鋳
片の健全性を保つため、その１種又は２種以上を含有させても良い。ただし、高価である
ため、総含有量で０．００５％以下とすることが好ましい。下限は不純物レベルでもよい
。ここで、希土類元素（ＲＥＭ）とは、ランタニドの１５元素とＹおよびＳｃを合わせた
１７元素を意味する。
【０１２９】
　なお、鋼中に混入する「不純物」としては、他には、Ｓ、Ｎ、Ｓｎ等が挙げられる。Ｓ
、Ｎについては、できればその含有量を以下のように規制するのが望ましい。
【０１３０】
　Ｓ：
　Ｓは硫化物系介在物を形成して加工性を低下させる不純物元素であるため、その含有量
は０.０５％以下に抑えるのが望ましい。そして、一段と優れた加工性を確保したい場合
には、０．００８％以下とすることが好ましい。より好ましくは０．００３％以下である
。
【０１３１】
　Ｎ：
　Ｎは加工性を低下させる不純物元素であり、その含有量は０.０１％以下に抑えること
が望ましい。より好ましくは、０.００６％以下である。
【０１３２】
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　（Ｂ）本発明に係る局部延性能に優れた熱延鋼板の組織について
　本発明に係る局部延性能に優れた熱延鋼板は、フェライトを主相とし、主相とフェライ
ト以外の第２相とからなる組織を有する鋼板である。ここで「主相」とは組織を構成する
相のうち該組織に占める割合が最大となる相であるという意味である。主相のフェライト
は、体積率で少なくとも５０％以上であることが好ましく、より好ましくは６０％以上で
ある。フェライトの体積率が５０％未満では、鋼板の延性や加工性が損なわれる場合があ
る。
【０１３３】
　フェライトの結晶粒径（直径）は、熱延鋼板の機械特性と熱的安定性、さらには加工性
に大きく影響する。したがって、本発明に係る熱延鋼板に十分な強度と延性や熱的安定性
、さらには曲げ加工性を確保するために、鋼板表面から板厚の１／４の深さにおけるフェ
ライトの平均結晶粒径Ｄ（μｍ）を、下記の(1)式及び(2)式を満足する一定の範囲にとど
める必要がある。
【０１３４】
　１．２≦Ｄ≦７・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)式
　Ｄ≦２．７＋５０００／（５＋３５０・Ｃ＋４０・Ｍｎ）２・・・(2)式
ここで、Ｄは鋼板表面から板厚の１／４の深さ位置におけるフェライトの平均結晶粒径（
μｍ）を、そして、ＣおよびＭｎは鋼中の各元素の含有量（質量％）を示す。
【０１３５】
　すなわち、その一定の範囲とは、１．２μｍを下限とし、そして、２．７＋５０００／
（５＋３５０・Ｃ＋４０・Ｍｎ）２μｍ及び７μｍのうちの小さい方の値を上限とする範
囲のことである。なお、(2)式中で、ＣおよびＭｎは、それぞれ、鋼中の各元素の含有量
（質量％）を示す。
【０１３６】
　ここで、フェライトの平均結晶粒径Ｄの下限を１．２μｍとするのは、１．２μｍ未満
では、加工硬化係数が極端に減少して延性や加工性が劣化するだけでなく、微細フェライ
ト組織の熱的安定性も劣化して、高温下で容易に粒成長するからである。より優れた延性
や加工性や熱的安定性を得るためには、フェライトの平均結晶粒径Ｄの下限を１．５μｍ
とするのが好ましい。一方、フェライトの平均結晶粒径Ｄの上限を２．７＋５０００／（
５＋３５０・Ｃ＋４０・Ｍｎ）２μｍ及び７μｍのうちの小さい方の値とするのは、これ
らのいずれかの値を超えると、十分な強度が得られなくなるからである。より優れた強度
を得るためには、フェライトの平均結晶粒径Ｄの上限を、２．４＋５０００／（５＋３５
０・Ｃ＋４０・Ｍｎ）２μｍ及び５．５μｍのうちの小さい方の値を上限とするのが好ま
しい。なお、ここでは、１５°以上の結晶方位差を持つ大角の粒界で囲まれた領域を１つ
の結晶粒と定義し、１５°未満の小角の粒界は無視する。
【０１３７】
　衝撃吸収性能は部品構造（形状）のほか、材料の機械特性値として材料変形の際の塑性
仕事量と強い相関がある。高衝撃吸収材料は、同一の引張強度ＴＳで比較すると高いＹＲ
値を有し、その機械特性は高い降伏強度ＹＳを有することになるので、衝撃吸収時の変形
によって塑性仕事量が増大する。よって十分な衝突吸収性能を得るために、降伏比ＹＲを
０．８以上とする必要がある。なお、降伏比ＹＲは０．８５以上とするのが好ましい。
【０１３８】
　曲げ加工中において材料の板厚方向の曲げ内側には圧縮応力が発生し、曲げ外側には引
張りの応力が発生する。材料を金型から取り出すと、これら板厚方向に分布する応力が解
放され、弾性回復現象としてスプリングバックが発生する。
【０１３９】
　スプリングバックの大小関係を決定するものとしては、上記に示した材料の板厚方向の
曲げ内外応力差と、その応力が発生する範囲が影響をおよぼす。
【０１４０】
　曲げ成形中に発生する曲げ内外応力差が大きければ、スプリングバック量も大きいもの
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となる。また、この応力差は曲げ成形による到達応力と相関があることが知られている。
すなわち、同一成形条件においては、高強度鋼板ほど加工による到達応力が高いため、ス
プリングバックも大きいものとなる。
【０１４１】
　次に、曲げ応力の発生する範囲とは、例えば、曲げＲが大きい場合は小さいものと比べ
て、曲げ方向の加工される範囲が大きくなる。すなわち、応力の発生する範囲が広い。よ
って、スプリングバック量が大きいものとなる。また、スプリングバックに及ぼす試験条
件の関係としてはＲp/tが、スプリングバックと強い相関を持つ事が、従来から知られて
いる。ここで、Ｒｐは金型のパンチの肩部の半径（ｍｍ）、そして、ｔは材料の板厚（ｍ
ｍ）を意味する。なお、本明細書中において、曲げ半径ＲとはＲ=Ｒｐ＋ｔ／２を意味す
る。
【０１４２】
　よって、同一のＲp/tにおいては、高い引張強度ＴＳの材料ほどスプリングバック量が
大きくなり、同一の引張強度ＴＳの材料においては、Ｒp/tが大きくなるほどスプリング
バック量が大きくなる。
【０１４３】
　ここで、低塑性接線勾配特性を持つ材料について説明すると、塑性接線勾配は材料の引
張試験における応力－塑性歪み曲線の接線勾配のことであり、材料の加工中における歪み
の伝播性を示す一つの値である。
【０１４４】
　本発明は、曲げ加工において応力発生領域を局所化することに着目したものである。本
発明は、同一成形条件で曲げ試験を実施した場合に、低塑性接線勾配特性を有する材料ほ
ど歪みが局所化し曲げ方向応力の発生する範囲が狭くなるために、スプリングバックが小
さくなることを見出したことに基づいている。つまり、従来の知見によれば、Ｒp/t及び
引張強度ＴＳが同一であれば、同じスプリングバック量を示すことになるが、本発明によ
れば、それらの値が同一であっても塑性接線勾配が低いほどスプリングバックが小さくな
る。衝撃吸収特性と形状凍結性を両立させることができるためには、平均塑性接線勾配Ｈ
'／引張強度ＴＳは［－２×ＹＲ＋３．１］以下である必要があることが、シミュレーシ
ョン解析により判明した。
【０１４５】
　ただし、極端に降伏強度ＹＳ及び降伏比ＹＲが低い場合には、板厚方向の内外応力差が
微小となり、Ｈ'の大小にかかわらず、スプリングバックが小さくなる場合がある。しか
し、この場合は衝撃吸収性能に劣るため、本発明の目的とする衝撃吸収性能と形状凍結性
を両立する鋼板とはならないので、本発明においては、極端に降伏強度ＹＳ及び降伏比Ｙ
Ｒが低い場合を想定する必要はない。
【０１４６】
　図１０は、直角曲げ加工において発生する応力について、曲げ位置毎にその大きさをシ
ミュレーションしたものである。(a)が塑性接線勾配Ｈ'／引張強度ＴＳ＝０．９８の材料
（本発明材）であり、(b)が塑性接線勾配Ｈ'／引張強度ＴＳ＝１．７８の材料（SAPH440
：JIS G 31133）である。いずれも、引張強度ＴＳが４４０ＭＰａ程度の熱延鋼板である
。シミュレーションは、動的陽解法汎用ＦＥＭコードＬＳ－ＤＹＮＡ ver.970を用いたシ
ミュレーション解析によった。
【０１４７】
　図１０から分かるように、本発明に係る材料(a)では応力が発生する領域が狭いのに対
して、比較材の(b)では応力が発生する領域が広い。したがって、本発明に係る材料(a)で
はスプリングバックが小さいものとなるのに対して、比較材の(b)ではスプリングバック
が大きいものとなる。
【０１４８】
　また、効率的な衝撃吸収構造としては部品変形時の座屈シワの発生挙動が影響を及ぼす
ことが知られている。理想的な座屈シワが発生する材料条件としては、材料に有る程度の
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加工硬化特性が要求される。よって、平均塑性接線勾配Ｈ'／引張強度ＴＳは０．１以上
とする必要がある。好ましくは０．１３以上である。
【０１４９】
　よって、ＪＩＳ５号引張試験における降伏後の塑性歪み０．００５から一様伸びの６５
％の歪みまでの範囲における平均塑性接線勾配Ｈ'が、次の(3)式を満足する必要がある。
【０１５０】
　０．１≦Ｈ'／ＴＳ≦－２×ＹＲ＋３．１・・・・・・・・・・・・(3)式
ここで、Ｈ'は引張試験において降伏後の塑性歪み０．００５から一様伸びの６５％の歪
みまでの範囲における平均塑性接線勾配を、ＴＳは引張強度（ＭＰａ）を、そして、ＹＲ
は降伏比を示す。
【０１５１】
　次に、密着曲げ加工のような局部曲げ加工に付いて説明する。局部曲げ加工においても
、前記の直角曲げ加工と同様に、局部曲げ加工中において材料の板厚方向の局部曲げ内側
には圧縮応力が発生し、局部曲げ外側には引張の応力が発生する。材料を金型から取り出
すと、これら板厚方向に分布する応力が解放され、弾性回復現象としてスプリングバック
が発生する。
【０１５２】
　スプリングバックの大小関係を決定するものとしては、上記に示した材料の板厚方向の
局部曲げ内外応力差と、その応力が発生する範囲が影響をおよぼす。
【０１５３】
　局部曲げ成形中に発生する局部曲げ内外応力差が大きければ、スプリングバック量も大
きいものとなる。また、この応力差は局部曲げ成形による到達応力と相関があることが知
られている。すなわち、同一成形条件においては、高強度鋼板ほど加工による到達応力が
高いため、スプリングバックも大きいものとなる。
【０１５４】
　次に、局部曲げ応力の発生する範囲とは、例えば、局部曲げＲが大きい場合は小さいも
のと比べて、局部曲げ方向の加工される範囲が大きくなる。すなわち、応力の発生する範
囲が広い。よって、スプリングバック量が大きいものとなる。したがって、スプリングバ
ックに及ぼす局部曲げ試験条件の関係としては、前記の直角曲げ加工と同様に、Ｒp/tが
スプリングバックと強い相関を持つことが判明した。ここで、Ｒｐは金型のパンチの肩部
の半径（ｍｍ）を、そして、ｔは材料の板厚（ｍｍ）を意味すること、さらに、局部曲げ
半径ＲとはＲ=Ｒｐ＋ｔ／２を意味することは、前記の直角曲げ加工におけるのと同様で
ある。
【０１５５】
　密着曲げ加工においても、そのスプリングバックの大きさは、(i)局部曲げ方向残留応
力の板厚方向差(局部曲げ内側の残留応力と局部曲げ外側の残留応力の差)の分布と、(ii)
この局部曲げ内外残留応力差が発生する領域の局部曲げ方向の分布により、決定される。
【０１５６】
　したがって、密着曲げ加工における残留応力と局部曲げ方向を制御することができれば
、直角曲げ成形と同様に、スプリングバックを小さくすることができることになる。
【０１５７】
　そして、残留応力は、密着曲げ加工中の局部曲げ変形の挙動によって変化するが、直角
曲げ成形と同様に、(i)の局部曲げ内外の残留応力の差は、材料に局部曲げ加工を施すと
きの局部曲げ部到達応力と相関関係にあることが知られている。また、加工硬化特性が低
い材料は、変形領域が狭いため、歪みが局所化されやすく、上記(ii)の局部曲げ内外残留
応力差が発生する領域が局所化できることになり、その結果、スプリングバック量を低減
させることができる。
【０１５８】
　優れた局部延性能とは、このような密着曲げ加工において、曲げ外側において割れの発
生が抑制されて曲げ部がシャープな形状になるとともに、スプリングバック量が低いため
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にそのシャープな形状が加工後も維持されるという形状凍結性を有することを意味する。
【０１５９】
　局部延性能は破断部近傍の微小領域における伸び性能とも考えられることから、局部延
性能は、以下の試験を行うことによって評価することもできる。
【０１６０】
　図１１は、局部延性能を評価するためのＪＩＳ５号引張試験片の引張前後の状況を示す
。(a)が引張前の状態であり、そして、(b)が破断直前まで引張った状態である。
【０１６１】
　引張試験前のＪＩＳ５号引張試験片に１～２ｍｍ間隔でドット状のマーキングを施して
おき、引張試験を試験片の破断直前まで実施した後、試験後のマーキング間隔を測定する
。試験前後の歪み測定ライン上のマーキング間隔を比較することにより、試験片の微小領
域の歪み分布を得ることができる。
【０１６２】
　図１２は、試験片の幅方向中央部における微小領域の歪み（変形）分布を示している。
本発明材は塑性接線勾配Ｈ'／引張強度ＴＳ＝０．９８の材料であり、通常比較材は塑性
接線勾配Ｈ'／引張強度ＴＳ＝１．７８の材料（SAPH440：JIS G 31133）である。本発明
材は、通常比較材に比べて、歪みの集中を認めることができる。さらに、本発明材は、通
常比較材に比べて、破断部（中心Ｏ）の近傍の歪みの絶対値も大きいものとなっている。
【０１６３】
　このことから、本発明材はスプリングバック量が小さくなるとともに、局部曲げ部の割
れの発生が抑制されたものとなることが分かる。なお、局部曲げ部の割れの発生は、結晶
組織における軟質部と硬質部の界面が破壊の起点になることから、局部曲げ部の割れの発
生の抑制は、本発明材が特に表面において、微細で均一な組織を有していることを意味す
る。
【０１６４】
　本発明者らは、優れた局部延性能を得るために、種々の検討と実験を重ねた結果、上記
の平均塑性接線勾配Ｈ'及び鋼板の結晶粒径がこの局部延性能に対して相関関係を有して
いることを見出した。すなわち、低Ｈ'材の場合には、鋼板を折り曲げたときに、その局
部曲げ部の狭い範囲に歪みが集中することによって、スプリングバック量が低減され、そ
して、鋼板の結晶粒径が微細で均一であるために引張方向歪みの絶対値が大きくなること
から、局部曲げ部の割れの発生が抑制されるとともに局部曲げ部がシャープな形状になる
と考えられる。
【０１６５】
　さらに、局部延性をより優れたものにするためには、鋼板表層のフェライトの平均結晶
粒径Ｄｓ（μｍ）を、鋼板表面から板厚の１／４の深さ位置におけるフェライトの平均結
晶粒径Ｄ（μｍ）に対して一定の範囲に留めることが好ましい。局部曲げ部の割れの発生
をさらに抑制するためには、鋼板の表面のフェライトの平均結晶粒径を、鋼板内部におけ
るフェライトの平均結晶粒径よりも微細にすることにより達成することができる。
【０１６６】
　すなわち、鋼板表層のフェライトの平均結晶粒径Ｄｓ（μｍ）と、鋼板表面から板厚の
１／４の深さ位置におけるフェライトの平均結晶粒径Ｄ（μｍ）が、下記の(4)式を満足
することが好ましい。
【０１６７】
　Ｄｓ／Ｄ≦０．８・・・・・・・・・・・・・・・・(4)式
ここで、Ｄｓは鋼板表層のフェライトの平均結晶粒径（μｍ）を、そして、Ｄは鋼板表面
から板厚の１／４の深さ位置におけるフェライトの平均結晶粒径（μｍ）を示す。
【０１６８】
　さらに鋼板の熱的安定性を高めるためには、フェライトの結晶粒径の分布を一定の範囲
にとどめるのが好ましい。高温での粒成長が生じる一因は、粒界のエネルギーに基づく駆
動力であり、微細なフェライト組織の中に比較的大きなフェライト結晶粒が混在している
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と、大きなフェライト結晶粒が粒界を駆動力として周囲の微細なフェライト結晶粒と容易
に一体化し、粒成長が急速に進展する。このため、高温でのフェライト結晶粒の粒成長速
度を抑制するためには、フェライト結晶粒を微細化してその平均結晶粒径Ｄ（μｍ）を上
記の(1)式及び(2)式を満足する一定の範囲にとどめることに加えて、鋼板表面から板厚の
１／４の深さ位置におけるフェライトのうち、結晶粒径ｄ（μｍ）が下記の(5)式を満足
する結晶粒の占める面積割合が８０％以上であることが好ましい。
  Ｄ／３≦ｄ≦３Ｄ・・・・・・・・・・・・・・・・(5)式
ここで、ｄはフェライトの結晶粒径（μｍ）を、そして、Ｄは鋼板表面から板厚の１／４
の深さ位置におけるフェライトの平均結晶粒径（μｍ）を示す。
【０１６９】
　すなわち、面積割合でフェライト結晶粒の８０％以上が、平均結晶粒径Ｄ（μｍ）の１
／３から３倍の範囲に収まるような粒径分布となることが好ましい。好ましくは８５％以
上のフェライト結晶粒が平均結晶粒径Ｄ（μｍ）の１／３から３倍の範囲に収まるような
粒径分布となることであり、より好ましくは９０％以上のフェライト結晶粒が平均結晶粒
径Ｄ（μｍ）の１／３から３倍の範囲に収まるような粒径分布となることである。
【０１７０】
　フェライトの結晶粒径とその分布を表面から板厚の１／４の深さで定義する理由は、熱
延鋼板のフェライト結晶粒径は一般に板厚方向に変化するためである。本発明に係る鋼板
は、この深さのフェライト結晶粒組織を上記の範囲にすることで、所望の機械特性と熱的
安定性を確保することができる。特に粒径の熱的安定性は、板の表面から内部に渡る広い
範囲で統計を取ったときの粒径分布で決まるのではなく、特定の深さで統計を取ったとき
の粒径分布で決まる。従って、板厚の１／４の深さで表面に平行な断面で組織観察を行う
か、もしくは、表面に垂直な断面で観察するのであれば、板厚の１／４の深さから１００
μｍ以内の領域で観察を行い、統計を取る。
【０１７１】
　板厚方向への緩やかな結晶粒径の変化は、鋼板の機械特性の向上に寄与する。たとえば
、板表面側でより細粒となっているため、鋼板表面近傍が大きく変形される局部曲げ性が
向上する。また、表面近傍から発生する亀裂の伝搬を、より細粒化した表面の組織が効果
的に押さえることができるので、疲労特性も向上する。
【０１７２】
　したがって、鋼板表面から１００μｍの深さ位置における結晶粒径ｄｓ（μｍ）、鋼板
表面から板厚の１／４の深さ位置における結晶粒径ｄ（μｍ）および板厚の中心部分にお
ける結晶粒径ｄｃ（μｍ）が、下記の(7)式および(8)式を満足させることが好ましい。
【０１７３】
　ｄｓ≦０．７ｄｃ・・・・・・・・・・・・・・・・(7)式
　ｄ≦０．９ｄｃ・・・・・・・・・・・・・・・・(8)式
ここで、ｄｓは鋼板表面から１００μｍの深さ位置における結晶粒径（μｍ）を、ｄは鋼
板表面から板厚の１／４の深さ位置における結晶粒径（μｍ）を、そして、ｄｃは板厚の
中心部分における結晶粒径（μｍ）を示す。
【０１７４】
　なお、ｄｓ≦０．６ｄｃおよびｄ≦０．８５ｄｃを満足するような板厚方向への結晶粒
径変化を持たせるのが、より好ましい。
【０１７５】
　フェライト以外の第２相は、パーライト、セメンタイト、ベイナイト、マルテンサイト
、残留オーステナイトやＦｅ以外の元素の炭窒化物など、一般に低炭素鉄鋼材料中に生成
することが知られる相であれば良い。
【０１７６】
　降伏比が０．８以上の機械特性と熱的安定性に優れ、かつ形状凍結性に優れる鋼板を効
率的に製造するには、第２相の量を２０％未満とすることが望ましい。これは、製造時に
付与する調質圧延時において、硬質の第２相の量が多いと、形状凍結性が調質圧延率等の
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圧延条件に鋭敏となり、製造負荷が大きくなるためである。このことは、第２相硬度が上
昇するほど顕著となるため、第２相について、例えばマルテンサイトよりもベイナイトで
あるほうが望ましい。
【０１７７】
　なお、フェライト以外の第２相としては、上記したものの外に、体積率で１％以下の微
量の炭化物、窒化物、酸化物を含有させることもできる。これらには、Ｔｉ、Ｎｂ、Ｖ、
Ｍｏの炭窒化物等がある。
　（Ｃ）高温での粒成長速度について
　フェライトの平均結晶粒径が上記の(1)式及び(2)式を満足する一定の範囲内にある鋼板
の粒成長速度の温度特性は、７００℃近傍の温度におけるフェライトの粒成長速度によっ
て決定される。
【０１７８】
　よって、溶接工程や溶融めっき工程でより高い温度に加熱される場合には、鋼板表面か
ら板厚の１／４の深さ位置におけるフェライトの平均結晶粒径Ｄ（μｍ）の７００℃にお
ける増加速度Ｘ（μｍ／ｍｉｎ）と当該平均結晶粒径Ｄ（μｍ）が下記の(6)式を満足さ
せることが好ましい。
【０１７９】
　Ｄ・Ｘ≦０．１・・・・・・・・・・・・・・・・(6)式
ここで、Ｄは鋼板表面から板厚の１／４の深さ位置におけるフェライトの平均結晶粒径（
μｍ）を、そして、Ｘは当該フェライトの平均結晶粒径Ｄ（μｍ）の７００℃における増
加速度（μｍ／ｍｉｎ）を示す。
【０１８０】
　すなわち、フェライトの平均結晶粒径の増加速度Ｘ（μｍ／ｍｉｎ）と平均結晶粒径Ｄ
（μｍ）の積Ｄ・Ｘ（μｍ２／ｍｉｎ）を、０．１μｍ２／ｍｉｎ以下に保つことで、溶
接や溶融めっき工程における主要な熱履歴に対して安定となり、良好な熱的安定性が得ら
れる。より優れた熱安定性を得るためには、積Ｄ・Ｘを０．０７μｍ２／ｍｉｎ以下にす
るのが好ましく、０．０５μｍ２／ｍｉｎ以下にするのがさらに好ましい。
【０１８１】
　なお、後掲する実施例２及び３に示すように、フェライトの平均結晶粒径の増加速度Ｘ
（μｍ／ｍｉｎ）と平均結晶粒径Ｄ（μｍ）の積Ｄ・Ｘ（μｍ２／ｍｉｎ）が、０．１μ
ｍ２／ｍｉｎ以下である鋼板のフェライト結晶粒組織は、８５０℃で数十秒熱処理しても
、殆ど粒径の変化を示さない。本発明に係る鋼板のフェライトの結晶粒径（直径）は、時
間の平方根に比例する通常の粒成長とは異なり、７００℃ではほぼ時間に比例して増加す
る。したがって、フェライトの平均結晶粒径の増加速度Ｘ（μｍ／ｍｉｎ）は、７００℃
で１時間程度の間の粒径変化を測定して、その変化率を平均することによって、求めるこ
ととする。
【０１８２】
　また、さらに粒成長速度を低下させるためには、フェライト結晶粒内の転位密度を１０
９／ｃｍ２以下、より好ましくは１０８／ｃｍ２以下とすることが好ましい。
【０１８３】
　（Ｄ）圧延について
　圧延は、１０００℃を超える温度から、レバースミルもしくはタンデムミルを用いて、
オーステナイト温度域で行う。工業的生産性の観点からは、少なくとも最終の数段はタン
デムミルを用いるのが好ましい。
【０１８４】
　連続鋳造や鋳造・分塊により得たスラブ、ストリップキャスティングにより得た鋼板な
どや、必要によってはそれらに一度、熱間又は冷間加工を加えたものを用い、それらが冷
片であれば１０００℃を超える温度に再加熱して圧延する。圧延の開始温度が１０００℃
以下になると、圧延荷重が過大になり、十分な圧延率を得ることが困難になるばかりか、
十分な圧延率の圧延をＡｒ３点以上の温度で終了することも困難となり、所望の機械特性
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や熱的安定性を得られなくなる。好ましくは１０２５℃以上、より好ましくは１０５０℃
以上の温度から圧延を開始する。上限は、オーステナイト粒の粗大化を抑制するため、ま
た、設備費用や加熱燃料費を抑制するため、１３５０℃以下、好ましくは１２５０℃以下
とする。ＴｉＣやＮｂＣなどの析出物をオーステナイト中に十分に溶解させる必要がない
鋼種の場合、この範囲の中でも比較的低い温度（１０５０～１１５０℃）に再加熱するこ
とが好ましい。初期のオーステナイト結晶粒が微細化し、最終のフェライト結晶粒も微細
化し易くなるためである。
【０１８５】
　圧延仕上げ温度は、圧延後にオーステナイトからフェライトへと変態させるためにＡｒ

３点以上かつ７８０℃以上の温度範囲とする。仕上げ温度が、Ａｒ３点を下回ると、圧延
中にフェライトが発生する。また７８０℃未満の温度では、圧延荷重が増大し、十分な圧
下を加えることが困難となるばかりか、圧延中に板表層部でフェライト変態が生じる場合
がある。好ましくは、Ａｒ３点以上かつ８００℃以上の温度で圧延を終了する。
【０１８６】
　なお、圧延を終了する温度は、Ａｒ３点以上かつ７８０℃以上の温度範囲であれば低い
程良い。これは、圧延によってオーステナイトに導入された加工歪みの蓄積効果が大きく
なり、結晶粒の微細化が促進されるためである。本発明で用いる鋼種のＡｒ３点は、概ね
７８０から９００℃である。
【０１８７】
　総圧下量は、フェライトの微細化を促進するため板厚減少率で９０％以上、好ましくは
９２％、より好ましくは９４％以上である。圧延終了温度から「圧延終了温度＋１００℃
」までの温度範囲における板厚減少率で４０％以上とすることが好ましい。より好ましく
は、圧延終了温度から「圧延終了温度＋８０℃」までの温度範囲における板厚減少率で６
０％以上である。圧延は、連続した複数パスの圧延とする。１パス当たりの圧下量は、好
ましくは１５～６０％である。１パス当たりの圧下量を大きく取る方がオーステナイトへ
の歪みを蓄積させ、変態によって生成するフェライトの結晶粒径を微細化する意味からは
好ましいが、圧延荷重の増大が必要となるので、圧延設備が大型化するだけでなく、板形
状の制御も困難になる。
【０１８８】
　なお、最終の圧延パスにおいて仕上最終スタンドの圧延率を１０～５０％とすることが
好ましい。より好ましくは、１５～４０％である。これは、表層部組織の粒径を微細化す
ることにより、局部曲げ部の表面近傍の局部変形能が向上するため、局部曲げ部の割れの
発生を著しく抑制可能であるという知見に基づく。
【０１８９】
　ただし、仕上最終スタンドでの圧延率が１０％を下回ると、オーステナイト中への歪み
の蓄積が十分でないため、その後の冷却によってフェライトの析出および微細化が困難と
なる。なお、この圧延率を１５％以上とするとフェライト変態をより促進することができ
る。
【０１９０】
　逆に、仕上最終スタンドでの圧延率が５０％を超えるような圧延を実施すると、圧延ロ
ールの耐久性を損なうおそれがあり、これを回避するためには圧延設備の大型化が必要に
なる。また、鋼板形状の制御が困難となることが予想される。
【０１９１】
　本発明の方法では、１パス当たりの圧下量を４０％以下とした複数パスの圧延でも微細
なフェライト結晶粒を得ることができる。したがって、特に板形状の制御を容易にしたい
ときには、最終の２パスの圧下率を４０％／パス以下とすることが好ましい。
【０１９２】
　（Ｅ）圧延後の冷却について
　圧延を終了後、オーステナイトに導入された加工歪みを解放することなく、これを駆動
力としてオーステナイトからフェライトへと変態させ、微細なフェライト結晶粒組織を生
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成させるために、圧延終了から０．４秒以内に７２０℃以下の温度まで冷却する。好まし
くは圧延終了から０．２秒以内に７２０℃以下の温度まで冷却する。冷却は、水冷を用い
るのが望ましく、そして、その冷却速度は、空冷期間を除外し強制冷却を行っている期間
の平均冷却速度として、４００℃／秒以上とするのが、好ましい。
【０１９３】
　ここで、７２０℃以下の温度に冷却されるまでの時間を規定する理由は、７２０℃を超
える温度で、冷却を停止もしくは鈍化させると、微細なフェライトが生成する以前に、加
工によって導入された歪みが解放されて、又は、歪みの存在形態が変化して、フェライト
の核生成に有効ではなくなり、フェライト結晶粒が顕著に粗大化するためである。
【０１９４】
　温度が７２０℃以下に達すると、フェライト変態が活発化する変態温度域に入る。上記
のフェライト組織が得られるフェライト変態温度域は、この温度から６００℃までの間の
温度域である。したがって、７２０℃以下に達した後、冷却を一次停止、もしくはその速
度を鈍化させて、この温度域で２秒以上保持させることによって、上記の熱的に安定なフ
ェライト結晶粒組織の形成を確実にすることができる。この温度域での保持時間が短いと
上記の熱的に安定なフェライト結晶粒組織の形成が阻害されるおそれがある。より好まし
くは、６２０～７００℃の温度域で３秒以上滞留させるのがよい。
【０１９５】
　（Ｆ）冷却設備について
　本発明において、上記の冷却を行う設備は限定されない。工業的には、水量密度の高い
水スプレー装置を用いることが好適である。例えば、圧延板搬送ローラーの間に水スプレ
ーヘッダーを配置し、板の上下から十分な水量密度の高圧水を噴射することで冷却するこ
とができる。
【０１９６】
　（Ｇ）調質圧延について
　得られた熱延鋼帯について、調質圧延を施すことによって、本発明を効果的に発現する
ことができる。
【０１９７】
　従来から調質圧延は、熱延鋼板については平坦矯正を目的に、冷延母材については外装
用途において懸念される表面性状の向上に用いられてきたが、本発明者らは本発明におけ
る超微細粒鋼板について、この調質圧延のうち、特に圧下率の、鋼板組織、衝撃吸収特性
および形状凍結特性に及ぼす影響について精査した。
【０１９８】
　その結果、調質圧延時の鋼板伸び率（調質圧延率）の上昇に伴って、降伏強度（衝撃吸
収特性）は下に凸の特性を有し、調質圧延率の増加に伴って、形状凍結性指数であるＨ'
は上昇（形状凍結性が低下）する傾向にあった。さらに、組織中の第２相量およびその硬
度が上昇するほど、調質圧延率の上昇に伴うＨ'の上昇（形状凍結性の低下）が顕著であ
ることを見出した。よって、衝撃吸収特性と形状凍結性をバランスするためには、鋼組織
とともに調質圧延の制御が重要であるという知見を得た。
【０１９９】
　かかる検討をさらに推し進めた結果、鋼板の形状精度を維持しつつ、降伏強度（衝撃吸
収特性）およびＨ'形状凍結性のバランスから、調質圧延を０．１～１．０％に制御する
と、本発明に規定する特性を安定的に得ることが出来ることを見出し、鋼組織においては
第２相の量を２０％未満とすると、調質圧延に対する特性安定性がさらに向上するという
知見を得た。
【０２００】
　すなわち、調質圧延が０．１％を下回ると、鋼板の平坦度が低下し成型後の部品精度と
悪化させる。一方、１．０％を超えて調質圧延を施すと、本発明に規定する式の上限を超
え、加工時の応力分布領域が拡大し、スプリングバックが発生しやすくなり形状凍結性を
損なう。なお、調質圧延の上限は、好ましくは０．５％である。
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【０２０１】
　（Ｈ）Ｚｎめっきについて
　上述の組織とその熱的安定性を具備した局部延性能に優れた熱延鋼板は、溶融めっきラ
インを用いてＺｎ、Ｚｎ－Ａｌ合金、Ａｌ－Ｓｉ合金、Ｆｅ－Ｚｎ合金等の被覆を鋼板表
面に施すことが可能である。
【０２０２】
　Ｚｎ－Ａｌ合金のめっき浴の組成としては、Ｚｎ－（０.１～６０）％Ａｌ浴、更にＳ
ｉ及び／又はＭｇを複合添加した浴などを用いる。また、Ａｌ－Ｓｉ合金のめっき浴の組
成としては、Ａｌ－（７～１３）％Ｓｉ浴などを用いる。めっき浴中にはその他、Ｆｅ、
Ｖ、Ｍｎ、Ｔｉ、Ｎｂ、Ｃａ、Ｃｒ、Ｎｉ、Ｗ、Ｃｕ、Ｐｂ、Ｓｎ、Ｃｄ、Ｓｂが０.１
％以下含まれていても特に支障はない。めっき後冷却された鋼板表面上の皮膜の組成は、
浸漬並びに冷却時に鋼材と溶融金属の間で元素の相互拡散が起こるため、一般にめっき浴
組成よりは若干Ｆｅ濃度の高い組成となる。合金化溶融亜鉛めっきは、この相互拡散を積
極的に利用したものであり、皮膜中のＦｅ濃度は７～１５％となる。めっき付着量は特に
限定するものではないが、片面当たり３０～２００ｇ/ｍ２とするのが好ましく、そして
、合金化溶融亜鉛めっきの場合は、パウダリングが懸念されるため、２５～６０ｇ／ｍ２

とするのが好ましい。
【０２０３】
　溶融めっきラインによるめっき法は、以下のとおりである。
【０２０４】
　微細粒組織を達成した局部延性能に優れた熱延鋼板は、酸洗工程を経て表層のスケール
を除去した後、連続溶融亜鉛めっきラインに通板される。入り側から、アルカリ脱脂、水
洗を経た後、予熱後水素を含有する雰囲気中で５５０～９００℃の温度に加熱し、鋼板表
面のＦｅ酸化物を還元して、この後のめっき処理に好適な表面を形成する。５５０℃未満
の温度では還元が十分ではなく、９００℃を超える温度まで加熱するとフェライト組織が
粗大化する。めっき後にフェライト＋パーライト組織もしくはフェライト＋セメンタイト
組織とするには、５５０℃から７３０℃近傍までの温度とすることが好ましい。一方、第
２相としてベイナイト、マルテンサイト、残留γ等を生成させるには、Ａ１点から９００
℃までのフェライトとオーステナイトの二相共存温度域まで昇温する方が好ましい。雰囲
気中の水素含有量は５～４０％が好ましい。水素含有量が５％未満では還元が十分に行わ
れない。４０％を超えると雰囲気ガスのコストが過度に増加する。水素以外の成分は還元
を阻害しないガスであれば良い。好ましくはコストの点から窒素である。均熱の時間は、
還元が十分に行われる時間であれば良く、特に指定しないが、一般に１０秒以上である。
上限は、フェライトを粗大化させないために５分以内、より好ましくは２分以内である。
この還元のための加熱・均熱帯を経た後、鋼板温度はめっき浴温近傍まで冷却され、めっ
き浴に浸漬後、所定の付着量に調整され、室温まで冷却される。合金化溶融亜鉛めっきの
場合は、上記のように溶融亜鉛めっきの後、４７０～６００℃に再加熱して地鉄とめっき
膜の間の反応を生じさせ、鋼板表面にＦｅ－Ｚｎ合金膜を形成する。
【０２０５】
　このように、溶融めっき法では、鋼板はめっき浴中で加熱されるだけでなく、めっき浴
に浸される前の表面酸化層を還元する工程や、めっき浴浸漬後の合金化工程でも高温熱処
理を受ける。しかし、本発明の鋼板のフェライト組織は熱的に安定であるために、これら
の工程を経ても微細粒組織が保たれ、優れた機械特性を示す。さらに、表面のフェライト
結晶粒が微細であるために、合金化反応速度が増加して、効率的に生産できるという利点
も有する。
【０２０６】
　なお、めっきを施す場合の鋼組成としては、Ｃ：０.００１～０．１５％とし、Ｓi：０
.００５～１.５％及び／またはＰ：０．００５～１．０％とすることが好ましい。
【０２０７】
　（Ｉ）溶接性について
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　従来の低温圧延により作成した微細粒組織を有する鋼板では、熱的安定性に劣り、ＨＡ
Ｚ部が軟化するため、溶接部の特性が低下する。これに対して、本発明に係る鋼板の熱的
安定性は、鋼板そのものや上述の表面被膜を施した鋼板を溶接により接合した場合におい
ても、良好であり、レーザ、スポット、アーク等の溶接を用いた溶接後の溶接部の成形性
を向上させる。
【０２０８】
　以下、実施例により、本発明を更に詳しく説明する。
【実施例１】
【０２０９】
　表１に示す化学組成を有する鋼種Ａ１～Ａ１１の鋼を溶製し、熱間鍛造によって３０ｍ
ｍ厚さにした。その後、１０５０℃以上に再加熱した後、試験用小型タンデムミルにて圧
延を実施し、２ｍｍの板厚に仕上げた。
【０２１０】
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【表１】

【０２１１】
　表２に、その圧延仕上げ温度と冷却条件を示す。全ての圧延において、圧延の仕上げ温
度は、各鋼種のＡｒ３点よりも高い温度とし、さらに、仕上げ温度～［仕上げ温度＋１０
０℃］の温度域内で３パス以上の多パス圧延を行なった。最終の２パスの圧延は、試験番
号３を除いて３５％／パス以下の軽圧下圧延とした。試験番号３については最終の２パス
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を５０～６０％の大圧下圧延とした。また、試験番号１８は最終スタンドの圧延率を特に
軽圧下とした。
【０２１２】
　圧延仕上げ後は、表２に記載したとおり、水冷によって５００～７２０℃の温度域内の
所定の温度まで冷却した。なお、試験番号によっては、水冷後に空冷時間を設けることで
６００～７２０℃における保持時間を設けた。表２には、７２０～６００℃の温度域にお
ける保持時間に加えて、そのうちの６２０～７００℃の温度域における保持時間をも示し
た。その後、約１００℃/sの速度で室温までの水冷を行うか、又は、４００～６００℃の
温度域内の所定の温度までの水冷後に炉中で炉冷を行うことによって、種々の第２相の組
織を有する鋼板を作製した。
【０２１３】
【表２】

【０２１４】
このようにして得られた熱延鋼板の組織について、走査電子顕微鏡を用いることによって
鋼板板厚の断面を観察した。
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【０２１５】
　フェライトの結晶粒径およびその粒径分布については、板表面から板厚の１／４の深さ
にて、ＥＢＳＰ（Electron Back Scattering Pattern）法を用いて結晶方位解析を行って
求めた。各相の体積率の測定は、板表面から板厚の１／４の深さにて、ナイタール又はピ
クリン酸で腐食した組織を走査電子顕微鏡を用いて観察することで行った。なお、本実施
例で製造した鋼板のフェライト相以外の第２相の組織は、パーライト、ベイナイト、そし
て、粒内の球状セメンタイト又は粒界セメンタイトであった。
【０２１６】
　また、本発明の鋼板については、鋼板表層のフェライトの平均結晶粒径Ｄｓ（μｍ）と
、鋼板表面から板厚の１／４の深さ位置におけるフェライトの平均結晶粒径Ｄ（μｍ）と
を、上記と同じ方法で測定した。そして、Ｄｓ／Ｄを算出した。
【０２１７】
　さらに、本発明の鋼板に関しては、鋼板表面から１００μｍの深さ位置における結晶粒
径と板厚の中心部分における結晶粒径を上記と同じ方法で測定した。その結果、全ての本
発明鋼板に関し１００μｍの深さ位置における結晶粒径は板厚中心における粒径の７０％
以下、板厚の１／４の深さにおける粒径は板厚中心における粒径の９０％以下であった。
【０２１８】
　機械的性質については、引張特性をＪＩＳ５号引張試験片にて行い、引張強度ＴＳ（Ｍ
Ｐａ）、降伏比ＹＲ及び全伸びＥｌ（％）を評価した。
【０２１９】
　熱的安定性については、７００℃の塩浴に１０、３０又は６０分間浸した後、急冷し、
上記したのと同じ方法で粒径を測定し、焼鈍前粒径ｄ０（μｍ）と焼鈍後粒径ｄ１（μｍ
）の差を、焼鈍時間（ｍｉｎ）で割り算をすることによって、フェライトの平均結晶粒径
の増加速度Ｘ（μｍ／ｍｉｎ）を算出した。
【０２２０】
　表３に、このようにして得られた熱延鋼板の組織とその性質および引張試験結果を示す
。ここで、試験番号１は、６００～７２０℃の温度域における保持時間が０．７秒と短い
ため、フェライト体積率は１４．２％と少ないだけでなく、７００℃で焼鈍したときの粒
成長速度も大きく、熱的安定性に劣る。試験番号３は、低温で大圧下圧延を採用したため
、粒径が１．２２μｍと過度に細かく、熱的安定性と強度・伸びバランスに劣る。また、
試験番号１８は表層のフェライトの平均結晶粒径が粗大であり、局部延性に劣る。
【０２２１】
　これらの比較例に対して、冷却条件が本発明の範囲内である本発明例は、熱的安定性お
よび機械的性質の両方に優れている。
【０２２２】
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【表３】

【０２２３】
　さらに、鋼板の局部延性能について試験を実施した。鋼板の局部延性能は密着曲げ試験
方法によった。
【０２２４】
　密着曲げ試験は、Ｖ曲げ金型により試験片を９０度に曲げた後、密着曲げ金型により試
験片が密着するまで曲げることによって行った。
【０２２５】
　図１３は、Ｖ曲げ金型により試験片１を９０度に曲げる手順を示しており、(a)Ｖ字状
の雌型形状を有するダイス２の上に試験片１を載置した後、(b)Ｖ字状の雄型形状を有す
るパンチ３を試験片１に当てることによって、試験片を９０度に曲げる。
【０２２６】
　図１４は、このようにして９０度に曲げられた試験片１を密着させる手順を示しており
、(a)９０度に曲げられた試験片１を密着曲げ金型の上型４と下型５との間に挟んだ後、(
b) 密着曲げ金型の上型４と下型５でもって試験片１を密着するまで折り曲げる。
【０２２７】
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　密着曲げ試験の結果の判定方法は、次のとおりである。密着曲げにおいて問題となる現
象として、曲げ部の局部延性不足による割れの発生がある。
【０２２８】
　図１５は、密着曲げにおける不具合な事例であり、割れが少しでも発生してしまうと製
品としての部品機能（部品強度，部品剛性，疲労特性）が著しく損なわれてしまうことに
なる。したがって、次のとおり、割れの発生の有無によって、局部延性能を評価する。
○：クラック無し
×：クラック有り
　密着曲げの試験結果を表３に示す。なお、本試験における材料の板厚はすべて１．６ｍ
ｍである。本発明材においてはすべて良好な結果となった．
【実施例２】
【０２２９】
　表４に示す化学組成を有する鋼種１～５からなる鋼片（サイズ：８０ｍｍ幅×１００ｍ
ｍ長×３５ｍｍ厚）を、表５に示す条件でＡｒ３点以上の温度で熱間圧延（最終の２パス
の圧延は３５％／パス以下の軽圧下圧延とした）をした後、水冷し、板厚が１．２ｍｍの
熱延鋼板を得た。
【０２３０】
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【表４】

【０２３１】
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【表５】

【０２３２】
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【表６】

【０２３３】
　得られた熱延鋼板について、板表面から板厚の１／４の深さにおけるフェライト平均結
晶粒径、その粒径分布と転位密度の測定を行い、そして、熱的安定性の評価を行った。な
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お、フェライト結晶粒径、その粒径分布と転位密度の測定を行い、そして、熱的安定性の
評価については、前記したのと同じ方法で行った。転位密度ρ（ｃｍ－２）は、透過電子
顕微鏡観察により明視野像において、任意の線分の長さＬ（ｃｍ）と転位線との交切点の
数Ｎを測定し、膜厚ｔ（ｃｍ）として、次の(9)式にしたがって求めた。
【０２３４】
　ρ＝２Ｎ／Ｌｔ・・・・・・・・・・・・・・・(9)式
ここで、ρは転位密度（ｃｍ－２）を、Ｎは転位線との交切点のＮを、Ｌは任意の線分の
長さ（ｃｍ）を、そして、ｔは膜厚（ｃｍ）を示す
　また、本発明の鋼板については、鋼板表層のフェライトの平均結晶粒径Ｄｓ（μｍ）と
、鋼板表面から板厚の１／４の深さ位置におけるフェライトの平均結晶粒径Ｄ（μｍ）と
を、前記と同じ方法で測定した。そして、Ｄｓ／Ｄを算出した。
【０２３５】
　フェライト結晶粒の熱的安定性については、７００℃の塩浴に１０、３０又は６０分浸
した後、急冷し、前記したのと同じ方法で粒径を測定し、焼鈍前粒径ｄ０（μｍ）と焼鈍
後粒径ｄ１（μｍ）の差を、焼鈍時間（ｍｉｎ）で割り算をすることによって、フェライ
トの平均結晶粒径の増加速度Ｘ（μｍ／ｍｉｎ）算出した。
【０２３６】
　本発明鋼板に関しては、鋼板表面から１００μｍの深さ位置における結晶粒径と板厚の
中心部分における結晶粒径を前記したのと同じ方法で測定した。その結果、全ての本発明
鋼板に関し１００μｍの深さ位置における結晶粒径は板厚中心における粒径の６０％以下
、板厚の１／４の深さにおける粒径は板厚中心における粒径の８５％以下であった。
【０２３７】
　このようにして得られた熱延鋼板の機械特性に及ぼす熱処理の影響を明らかにする目的
で、７３０～８３０℃の範囲で再加熱処理を行った後、再度、フェライト平均結晶粒径を
測定した。ここで、機械的性質については、引張特性をＪＩＳ５号引張試験片にて行い、
引張強度ＴＳ（ＭＰａ）、降伏比ＹＲ及び全伸びＥｌ（％）を評価した。
【０２３８】
　表６に、このようにして得られた熱延鋼板の組織とその性質および引張試験結果、さら
に、７３０～８３０℃の範囲で再加熱処理を行った後、再度、フェライト平均結晶粒径を
測定した結果を示す。ここで、試験番号Ｃ及びＦは、熱延後の鋼板は機械特性に劣るとと
もに熱的安定性にも劣る。そして、再加熱処理によって、そのフェライト結晶粒径が８μ
ｍを超えるようになり、一層機械特性が劣化することが確認できた。これらの比較例に対
して、本発明例の熱的安定性に優れる鋼板は、優れた機械特性を示すとともに、７３０℃
～８３０℃で数十秒熱処理をしても、殆んど粒径の変化を示さない。よって、本発明に係
る鋼板は、熱処理後も細粒強化されていることが確認できた。
【０２３９】
　また、めっきを施した試験番号Ｉ、ＪおよびＫについても、Ｈ’が低いことを確認でき
たため、同一の塑性歪みを受けた場合にはスプリングバック量が小さくなることが理論的
にも言えることが分かった。
【０２４０】
　さらに、鋼板の局部延性能について試験を実施した。鋼板の局部延性能は、上述した密
着曲げ試験方法と評価方法によった。なお、本試験における材料の板厚はすべて１．６ｍ
ｍである。本発明材は、表６に示すとおり、すべて良好な結果となった．
【実施例３】
【０２４１】
　表７に示す化学組成を有する鋼種からなる鋼片（サイズ：８０ｍｍ幅×１００ｍｍ長×
３５ｍｍ厚）を、表８に示す条件でＡｒ３点以上の温度で熱間圧延後、水冷し、板厚が２
．０ｍｍの熱延鋼板を得た。その結果を表９に示す。
【０２４２】
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【表７】

【０２４３】
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【表８】

【０２４４】
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【表９】

【０２４５】
　フェライトの結晶粒径およびその粒径分布については、板表面から板厚の１／４の深さ
にて、ＥＢＳＰ（Electron Back Scattering Pattern）法を用いて結晶方位解析を行うこ
とで求めた。各相の体積率の測定は、板表面から板厚の１／４の深さにて、ナイタール又
はピクリン酸で腐食した組織を走査電子顕微鏡を用いて観察することで行った。なお、本
実施例で製造した鋼板のフェライト相以外の第２相の組織は、パーライト、ベイナイト、
そして、粒内の球状セメンタイト又は粒界セメンタイトであった。
【０２４６】
　本発明の鋼板に関しては、鋼板表面から１００μｍの深さ位置における結晶粒径と板厚
の中心部分における結晶粒径を上記と同じ方法で測定した。その結果、全ての本発明鋼板
に関し１００μｍの深さ位置における結晶粒径は板厚中心における粒径の７０％以下であ
り、板厚の１／４の深さにおける粒径は板厚中心における粒径の９０％以下であった。
【０２４７】
　また、本発明の鋼板については、鋼板表層のフェライトの平均結晶粒径Ｄｓ（μｍ）と



(39) JP 5070865 B2 2012.11.14

10

20

30

40

、鋼板表面から板厚の１／４の深さ位置におけるフェライトの平均結晶粒径Ｄ（μｍ）と
を、前記と同じ方法で測定した。そして、Ｄｓ／Ｄを算出した。
【０２４８】
　機械的性質については、引張特性をＪＩＳ５号引張試験片にて行い、引張強度ＴＳ（Ｍ
Ｐａ）、降伏比ＹＲ及び全伸びＥｌ（％）を評価した。
【０２４９】
　熱的安定性については、７００℃の塩浴に１０、３０又は６０分間浸した後、急冷し、
上記と同じ方法で粒径を測定し、焼鈍前粒径ｄ０（μｍ）と焼鈍後粒径ｄ１（μｍ）の差
を、焼鈍時間（ｍｉｎ）で割り算をすることによって、フェライトの平均結晶粒径の増加
速度Ｘ（μｍ／ｍｉｎ）を算出した。
【０２５０】
　また、鋼板の局部延性能について試験を実施した。鋼板の局部延性能は、上述した密着
曲げ試験方法と評価方法によった。なお、本試験における材料の板厚はすべて１．６ｍｍ
である。本発明材は、表９に示すとおり、すべて良好な結果となった．
　さらに鋼板の形状凍結性について試験を実施した。形状凍結性は曲げ試験におけるスプ
リングバック量により評価を行った。
【０２５１】
　曲げ試験方法は、Ｕ曲げ試験方法とした。Ｕ曲げ試験方法は、材料を最高で直角まで曲
げ加工を行う試験であり、形状凍結性、特にスプリングバックを評価するにあたり、最も
一般的な方法の一つとして用いられている。ここで、本発明において述べている密着曲げ
は、材料を１８０°近くまで曲げる加工であり、Ｕ曲げ試験との違いはその曲げ角度のみ
が異なる試験といえる。
【０２５２】
　よって、本発明材料の密着曲げにおける形状凍結性の評価は、曲げ試験において最も一
般的な評価試験方法の一つであるＵ曲げ試験を用いて実施しても何ら問題がないと言うこ
とができる。
【０２５３】
　具体的なＵ曲げ試験方法を図１５に示す。図１５は、Ｕ曲げ試験において、成形下死点
状態にある。aがパンチ、bがダイス、cがパッド、dが試験片である。図１５(a)と(b)はと
もに曲げ試験中の状態であり、試験片ｄにパッドｃとパンチａで背圧をかけて押さえ込み
、パンチ底で試験片ｄにたわみが生じないようにして成形する。図１５(a)は直角に曲げ
加工したとき、そして、図１５(b)は６０゜に曲げ加工したときである。
【０２５４】
　次に、図１６にスプリングバック量の測定方法を示す。図１６(a)は直角に曲げ加工し
たとき、そして、図１６(b)は６０゜に曲げ加工したときである。いずれも、曲げ試験終
了後の状態を示しており、試験片ｄにスプリングバックが生じていることが分かる。点線
がスプリングバック前であり、実線がスプリングバック後（離型後の弾性回復をした状態
）である。ここで、金型から離型後の弾性回復後の角度θをスプリングバック量であると
した。本試験条件は、直角に加工し、一般的なプレス成形におけるＲp/tの範囲で実施し
、試験片の板厚は１．４ｍｍとした。
【０２５５】
　試験結果を表１０に示す。θがスプリングバック量であり、各Ｒp/t条件において設定
しているスプリングバックの判定基準により、○～×を判断した。
【０２５６】
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【表１０】

【０２５７】
　スプリングバックの判定基準は、次のとおりである。なお、各Ｒp/t条件において、こ
れ以上のスプリングバックが発生した場合には金型見込み等によるスプリングバック低減
が困難となる値をスプリングバック不良とした。
○：スプリングバック良好、
△：スプリングバックは良好だが降伏比ＹＲが低い（衝撃吸収性能に劣る）、
×：スプリングバック不良。
【０２５８】
　本発明材料においては、スプリングバック量が良好となることを確認した。また、スプ
リングバックが判定基準内であっても降伏比ＹＲが低い材料は衝撃吸収性能が劣るため、
本発明材が目的とする特徴を満足してはいない。
【０２５９】
　例えば、パンチＲｐ＝１０で、板厚ｔ＝１．４ｍｍの場合は、Ｒp/t＝7.1となる。この
ときの、スプリングバック許容量はθ＜6.5でありこれ以上のスプリングバックが発生す
ると金型見込み等によるスプリングバックの低減が困難となる。
【産業上の利用可能性】
【０２６０】
　本発明に係る、局部延性能に優れた熱延鋼板は、超微細な結晶粒を有し、引張強度に対
する降伏強度の比（降伏比）が０．８以上の高降伏強度を有し、衝撃吸収特性と形状凍結
性に優れる。さらに、本発明に係る、局部延性能に優れた熱延鋼板は優れた衝撃吸収特性
と形状凍結性に加えて、溶接工程や溶融めっき工程の熱にも耐え得る熱的安定性を有する
。そして、これらの局部延性能に優れた熱延鋼板は、本発明の方法によって、容易に製造
することができる。
【図面の簡単な説明】
【０２６１】
【図１】局部曲げ試験を実施した場合における局部曲げ部の到達応力を示す。
【図２】鋼板を折り曲げたときに、その曲げ部において割れが発生する様を示す。
【図３】鋼板を密着曲げ加工したときの曲げ部の形状の例である。
【図４】各種の熱延鋼板を降伏比ＹＲとスプリングバック量でプロットしたものである。
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【図５】局部曲げ成形における熱延鋼板の局部曲げ部周辺の断面図を示したものである。
【図６】塑性接線勾配曲線であり、Ｘ軸が塑性歪み（真歪み）を、そして、Ｙ軸が応力（
真応力）を示す。
【図７】図６の塑性接線勾配曲線のうち、上記限定範囲を拡大したものである。
【図８】実施例から得られたデータを、Ｘ軸にＹＲを、Ｈ'／ＴＳをＹ軸に、プロットし
たものである。
【図９】密着曲げ加工（ヘム加工）における熱延鋼板の曲げ部周辺の断面図を示す。
【図１０】局部曲げ加工において発生する応力について、局部曲げ位置毎にその大きさを
シミュレーションしたものである。
【図１１】局部延性能を評価するためのＪＩＳ５号引張試験片の引張前後の状況を示す。
【図１２】試験片の幅方向中央部における微小領域の歪み（変形）分布を示す。
【図１３】Ｖ曲げ金型により試験片１を９０度に曲げる手順を示す。
【図１４】９０度に曲げられた試験片１を密着させる手順を示す。
【図１５】局部曲げ試験方法を示す。
【図１６】スプリングバック量の測定方法を示す。
【符号の説明】
【０２６２】
　１　試験片
　２　Ｖ字状の雄型形状を有するパンチ
　３　Ｖ字状の雌型形状を有するダイス
　４　密着曲げ金型の上型
　５　密着曲げ金型の下型
　ａ　パッド
　ｂ　ダイス
　ｃ　パッド
　ｄ　試験片
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